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第 1章 市営住宅等長寿命化計画の背景と目的 

1 計画の背景と目的 

（1）市営住宅等長寿命化計画の背景と目的 

鎌ケ谷市は、平成 26 年 3 月に「鎌ケ谷市市営住宅等長寿命化計画

（計画期間：平成 26～35（令和 5）年度）」（以下「前計画」という。）を策

定し、市営住宅による市民の生活安定と社会福祉増進のための住宅

施策の活用方針を定めるとともに、計画的に修繕・改善を図ってきま

した。 

国においては、平成 28 年度に「公営住宅等長寿命化計画策定指針

（以下「改定指針」という。）」が改定され、厳しい財政状況下において、

大量の公営住宅＊5 等を効率的かつ円滑に更新し、公営住宅等の需要

に的確に対応することが地方公共団体の課題となっていると示され

ています。 

一方、本市では市営住宅をはじめとする公共施設の多くは老朽化

が進んでいることから、効率的かつ安定的な財政運営を継続するため

に、公共施設サービスの最適化や利用需要の見直し、長寿命化等を多

角的に検討し、資産として有効活用していくための方向性を示す「鎌

ケ谷市公共施設等総合管理計画（計画期間：平成 29～38（令和 8）年

度）」を平成 29年 3月（令和 5年 3月一部改訂）に策定しました。今後、

公共施設等の総合的かつ計画的な管理の考え方と基本方針をもとに

公共施設等の再編・利活用に取り組む必要があります。 

また、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する

法律」（以下「住宅セーフティネット法」という。）が平成 29 年 4 月に改

正され、民間賃貸住宅等を活用した新たな住宅セーフティネット制度

が創設され、公営住宅を取り巻く環境は大きく変化していくことが予

想されます。 

 

「鎌ケ谷市総合基本計画」をはじめとする上位・関連計画を踏まえ、

住宅セーフティネットの中核となる市営住宅について現状と課題を明

確にし、市営住宅の長寿命化とライフサイクルコスト*17（以下「LCC」と

いう。）の縮減を図るため、「鎌ケ谷市市営住宅等長寿命化計画（以下

「本計画」という。）を策定します。 
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（2）計画期間 

本計画は、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間を計画期間

とします。 

また、社会情勢の変化、国や千葉県の住宅施策の動向及び事業の

進捗状況等に応じて本計画を見直します。 

 

年度 
令和 
6年 

令和 
7年 

令和 
8年 

令和 
9年 

令和 
10年 

令和 
11年 

令和 
12年 

令和 
13年 

令和 
14年 

令和 
15年 

市
営
住
宅
等 

長
寿
命
化
計
画 

          

 

（3）計画の位置付け 

本計画は、改定指針に基づき、市営住宅の長寿命化と LCC＊17の縮

減に向けて計画的に取り組み、「鎌ケ谷市公共施設等総合管理計画」

と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千葉県 

住生活基本計画 

住生活基本法 

（平成 18年法律第 61号） 

住生活基本計画 

（全国計画） 

鎌ケ谷市総合基本計画 

 

 

 

 

 

 

など 

鎌ケ谷市都市計画 

マスタープラン 

鎌ケ谷市公共施設等 

総合管理計画 

鎌ケ谷市市営住宅等 

長寿命化計画 

住宅施策の実施 

令和 6年度～令和 15年度 

千葉県 

県営住宅長寿命化計画 
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（4）前計画のふりかえり 

前計画における市営住宅ストック活用手法別戸数は、以下のとおり

となっております。 

 

■前計画の市営住宅ストック活用手法別戸数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前計画における計画期間内の実施方針及び取組結果は、以下のと

おりとなっております。 

 

■前計画における計画期間内の実施方針及び取組結果一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ○実施済み、 －未実施 

  

合計 該当団地

市営住宅管理戸数 146戸

維持管理予定戸数 146戸

うち修繕対応戸数 32戸
鎌ケ谷

長谷津F棟

うち改善予定戸数 114戸

長谷津E、D棟

粟野1、2号棟

初富

建替え予定戸数 0戸

用途廃止予定戸数 0戸

対象

No.団地名
住棟名

共同施設名

H30 配管類更新 - 維持管理
R3 火災警報器交換（計画修繕）
R4 インターホン交換（計画修繕）

H30 配管類更新 - 維持管理
R4 火災警報器交換（計画修繕）
R4 インターホン交換（計画修繕）

H27 住戸内改善・配管類更新 - 維持管理
H29 屋上防水・外壁改修 ○ R4 屋上防水・外壁改修（改善）

R4 インターホン交換（計画修繕）
H28 住戸内改善・配管類更新 - 維持管理

H30 屋上防水（改善）
R1 外壁改修（改善）
R4 インターホン交換（計画修繕）

H31 住戸内改善・配管類更新
H32 住戸内改善・配管類更新

R4 インターホン交換（計画修繕）
H33 住戸内改善・配管類更新 - 維持管理

R4 インターホン交換（計画修繕)
粟野 集会所 H35 屋根及び外壁改修 ○ R5 屋根及び外壁改修（改善）

H34 住戸内改善・配管類更新
H35 住戸内改善・配管類更新

R4 インターホン交換（計画修繕）
R4 浄化槽撤去（計画修繕）
R5 火災警報器交換（計画修繕）

1 鎌ケ谷

実施方針 取組結果

H30 屋上防水・外壁改修 ○

2

長谷津 Ｆ棟

長谷津 Ｅ棟

長谷津 Ｄ棟

維持管理

粟野 2号棟

4 初富

- 維持管理

3

粟野 1号棟
-
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第２章 本市の現状と市営住宅の状況 

1 人口・世帯の動向 

（1）人口・世帯数の推計 

本市の人口は国勢調査によると令和 2年 109,932人と増加傾向に

ありますが、鎌ケ谷市総合基本計画による今後の人口推計では、令和

2年をピークに減少に転じると推計されています。 

世帯数については、令和 2年 47,146世帯となっており、一人暮らし

の世帯の増加などに伴い一貫して増加傾向にあります。 
 

■人口・世帯数の推計 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

世帯人員の推移では、平成 12 年には世帯人員が 3 人以下の 2.88

人となり、平成 7年以降世帯人員の減少傾向が続いています。 
 

■世帯数と世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

  

出典：各年国勢調査 

32,641 
35,636 

37,532 

41,955 
44,101 

47,146 

3.05
2.88 2.74

2.57 2.47 2.33

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

世帯数 世帯人員

（世帯） （世帯人員）

出典：各年国勢調査、鎌ケ谷市総合基本計画 

99,694 102,573 102,812 
107,853 108,917 109,932 109,178 107,625 105,451 102,777 100,104 

32,641 
35,636 

37,532 

41,955 
44,101 

47,146 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成７年 平成12年平成17年平成22年平成27年 令和２年 令和７年 令和12年令和17年令和22年令和27年

人口 世帯数

（世帯数）

推計現況

（人）
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（2）年齢階層別人口の推移 

年齢階層別人口をみると、令和 2年に高齢化率が 29.2％、年少人口

比率が 11.7％と少子高齢化の進行が見られます。鎌ケ谷市総合基本

計画における推計では、令和17年以降は高齢化率が 30％を上回ると

推計されています。 
 

■年齢階層別の人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）高齢者世帯等の推移 

６５歳以上の世帯員がいる世帯の推移をみると、平成 12 年以降は

高齢者単身世帯と高齢者夫婦世帯が共に増加しています。平成 12 年

から令和 2年を比較すると、高齢者単身世帯は約 4倍、高齢者夫婦世

帯は約 2.5倍に増加しています。 

また、高齢者同居世帯は平成 12 年以降増加しており、令和 2 年

8,266世帯となりました。 

■高齢者世帯等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

出典：各年国勢調査 

（世帯） （世帯） 

出典：各年国勢調査、鎌ケ谷市総合基本計画 

注）合計値は不詳を含むため、合計値と年齢階層別の合計値が合わない場合があります。 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

15,368 
(15.4)

14,418 
(14.1)

13,996 
(13.6)

14,258 
(13.3)

13,793 
(12.7)

12,558 
(11.7)

11,464 
(10.5)

10,490 
(9.7)

10,257 
(9.7)

10,173 
(9.9)

9,890 
(9.9)

75,177 
(75.5)

75,364 
(73.5)

71,079 
(69.2)

69,462 
(64.6)

65,442 
(60.4)

63,683 
(59.1)

66,070 
(60.5)

65,045 
(60.4)
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56,236 
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(9.1)

12,731 
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(17.2)
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(22.1)
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(26.9)
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(29.0)
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(31.9)

36,368 
(35.4)
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(37.5)
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年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳～）
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高齢者同居世帯 65歳以上の世帯員がいる世帯
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（4）子育て世帯の推移 

子育て世帯の推移をみると、6 歳未満親族のいる一般世帯と 18 歳

未満親族のいる一般世帯の割合がともに減少傾向となっています。 
 

■子育て世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全世帯に対するひとり親世帯の割合は、約 1.0％前後で推移してい

ます。 

ひとり親世帯の母子世帯は、平成 27 年 520 世帯をピークに令和 2

年 425世帯と減少しています。 

ひとり親世帯の父子世帯は、約 70 世帯前後で推移していますが、

令和 2年は 49世帯と減少しています。 
 

■ひとり親世帯の割合の推移 
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0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

6歳未満親族のいる一般世帯 18歳未満親族のいる一般世帯

6歳未満親族のいる世帯の割合 18歳未満親族のいる世帯の割合

430 466 483 520 
425 

72 
87 66 

75 

49 

1.4%
1.5%

1.3% 1.3%

1.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

0

100

200

300

400

500

600

700

800

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯 父子世帯 ひとり親世帯の割合

出典：各年国勢調査 

出典：各年国勢調査 

（世帯） 

（世帯） 
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（5）外国人人口の推移 

外国人人口の推移は、平成 14年と令和 4年を比較すると約 2.1倍

に増加しています。平成 24 年から令和 4 年までは、中国、フィリピン

の人口が増加しています。 
 

■外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

平成１４年以降、韓国及び朝鮮、中国、タイ、フィリピンの合計が全体

の過半数を占めています。 
 

■外国人割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

出典：各年統計かまがや 

（人） 

208 200 206 218 203 

134 241 296 
421 512 

35 
48 41 

56 
55 

182 
244 214 

233 
281 

16 

21 23 

26 
32 

75 

77 22 

20 
15 

57 

45 37 

49 
52 

195 

233 227 

465 

817 

902 

1,109 1,066 

1,488 

1,967 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成14年 平成19年 平成24年 平成29年 令和4年

韓国及び朝鮮 中国 タイ フィリピン 米国 ブラジル ペルー その他

出典：各年統計かまがや  

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

 

23.1%

18.0%

19.3%

14.7%

10.3%

14.9%

21.7%

27.8%

28.3%

26.0%

3.9%

4.3%

3.8%

3.8%

2.8%

20.2%

22.0%

20.1%

15.7%

14.3%

1.8%

1.9%

2.2%

1.7%

1.6%

8.3%

6.9%

2.1%

1.3%

0.8%

6.3%

4.1%

3.5%

3.3%

2.6%

21.6%

21.0%

21.3%

31.3%

41.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成14年

平成19年

平成24年

平成29年

令和4年

韓国及び朝鮮 中国 タイ フィリピン 米国 ブラジル ペルー その他
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472 495 523 590 669 762 767 807 748 
498 566 562 586 627 642 676 722 696 
887 933 969 1034

1,152 1,161 1,207 1,259 1,397 750 750 739 755
710 762 813 831 851 

501 524 577 
596

652 
717 756 

788 814 

419 
465 453 

533
569 

584 
627 

709 755 

364 
395 379 

367
396 

375 
432 

440 493 

3,891 
4,128 4,202 

4,461 
4,775 

5,003 
5,278 

5,556 
5,754 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年 令和4年

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（人）

（6）要介護（要支援）認定者の状況 

要介護（要支援）認定者の状況は、平成 26年以降全体的に増加傾向

となっています。 

平成 26年における要支援 1・2の認定者は 970人となっており、令

和 4年には 1,444人と認定者数が 474人増加しています。 

平成 26年における要介護 1～5の認定者は 2,921人となっており、

令和 4年には 4,310人と 1,389人増加しています。 

■要介護（要支援）認定者の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいを持つ人は増加しているものの、身体障害者手帳保持者の

総数は 3,300人とほぼ横ばいで推移しています。 

肢体不自由が過半数を占めていますが、減少しています。 
 

■身体障害者手帳保持者の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：各年統計かまがや 

 

出典：厚生労働省 要介護（要支援）認定者数（各年 12月末統計） 

188 183 187 183 170 185 190 
222 223 229 233 231 228 235 
61 58 56 57 55 55 51 

1,862 1,817 1,796 1,810 1,726 1,677 1,665 

1,011 1,010 1,053 1,114 
1,105 1,125 1,158 

3,344 3,291 3,321 3,397 
3,287 3,270 3,299 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和1年 令和2年 令和3年

視覚障がい 聴覚・平衡機能障がい 音声・言語機能障がい 肢体不自由 内部障がい

（人）
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２ 住宅ストックの状況 

（1）住宅総数及び空き家率 

住宅総数は増加傾向にあり、平成 30年 49,720戸となっています。

空き家＊1は平成 25年 4,930戸をピークに平成 30年 4,730戸に減少

しています。 

空き家率は、概ね 10％前後で推移しています。 

■住宅総数と空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2）住宅の所有の関係別専用住宅割合の状況 

住宅の所有関係別専用住宅割合をみると、持ち家が約 70％と過半

数を占める結果となりました。都市再生機構（UR）・公社の借家、社宅

や官舎などの給与住宅＊3 は減少傾向となっているのに対し、県営住

宅などの公営の借家や民営借家が増加傾向となっています。 

■住宅の所有の関係別専用住宅割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：各年住宅・土地統計調査 

出典：各年住宅・土地統計調査 

注）総数に「不詳」の数を含むことから、総数と内訳の合計が一致しないため、合計が 100％になりません。 

 

（戸） 

37,020 
39,270 

42,790 

47,170 
49,720 

3,150 4,450 4,230 4,930 4,730 
8.5%

11.3%
9.9% 10.5%

9.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

住宅総数 空き家 空き家率

76.3%

76.5%

73.1%

0.5%

0.6%

1.3%

2.2%

1.6%

1.0%

16.3%

17.1%

19.6%

2.6%

1.6%

1.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成20年

平成25年

平成30年

持ち家 公営の借家 都市再生機構（UR）

・公社の借家

民営借家 給与住宅
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専用住宅の所有の関係別 1 住宅当たりの延べ面積をみると、民営

借家は千葉県や全国と比較すると、同程度であり、持ち家は延べ面積

が少し狭くなっています。 

また、公営の借家や都市再生機構（UR）・公社の借家の延べ面積は

比較すると広くなっています。 

 

■専用住宅の所有の関係別１住宅当たりの延べ面積の比較                 （㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

（3）新設住宅着工戸数の推移 

新設住宅着工戸数の推移では、概ね 700戸で推移しています。令和

2 年に一時的に着工総数が減少しましたが、依然として持家は約 180

戸前後で推移し、貸家は 200 戸を超え、着工総数の約３割を占める結

果となっています。 

 

■新設住宅着工戸数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
出典：各年住宅着工統計 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

（戸） 

公営の借家

都市再生機構(UR）・公社の借家

民営借家

給与住宅

区分 本市 千葉県 全国

持ち家 99.34 110.19 119.07

借家 45.90 46.38 46.56

50.82 48.26 51.48

43.83 48.26 51.47

78.24 50.01 51.03

44.12 45.73 45.38

272 
153 154 185 157 171 192 187 219 187 

381 

232 270 

553 

247 227 
328 343 

356 
274 

1 

1 

354 

222 
285 

338 

302 285 

249 
98 

190 

236 

1,007 

607 

710 

1,077 

706 683 

769 

628 

765 
697 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和２年 令和３年 令和４年

持家 分譲住宅 給与住宅 貸家
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（4）民営借家の状況 

民営借家の建築時期をみると、新耐震基準＊12 となる昭和 56 年以

降に全体の約 9割が建築されています。 
 

■民営借家の建築年別の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民営借家の延べ面積別１か月当たり家賃では、延べ面積 30～49 ㎡

で 4～6 万円未満の民営借家が 1,990 戸と最も多く、次いで 6～8 万

円未満が 1,540戸となりました。 
 

■延べ面積別 1か月当たり家賃の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（戸） 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

170 

460 

1,330 

1,610 

1,250 

250 

820 

1,000 
880 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

昭和45年

以前

昭和46～

昭和55年

昭和56～

平成2年

平成3～

平成7年

平成8～

平成12年

平成13～

平成17年

平成18～

平成22年

平成23～

平成27年

平成28～

平成30年9月

30 100 230 110 
140 220 

10 

550 180 
180 

20 30 20 

1,050 
1,990 

280 

20 50 10 

300 

1,540 

1,070 

180 100 
10 

50 

310 

320 

340 130 
30 

40 

360 

110 

20 10 
30 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

29㎡以下 30～49㎡ 50～69㎡ 70～89㎡ 90～119㎡ 120㎡以上

(戸)

1万円未満 1～2万円未満 2～4万円未満 4～6万円未満 6～8万円未満 8万円以上 不詳
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（5）高齢者等のための設備と省エネルギー設備等の導入状況 

高齢者等のための設備の導入状況は、「高齢者のための設備がある」

住宅が 50.7％、持ち家と借家別でみると、持ち家が 62.0％、借家が

23.6％となっています。 

65 歳以上の世帯員がいる世帯の導入状況は、「高齢者のための設

備がある」住宅が 66.2％、持ち家と借家別でみると、持ち家が 70.2％、

借家が 28.1％となっています。 
 

■バリアフリー設備の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー設備等の導入状況は、二重以上のサッシ又は複層ガラ

スの窓の導入割合が増加しています。 
 

■省エネルギー設備等の導入割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

出典：各年住宅・土地統計調査 

（戸） 

2.1%

2.9%
2.0%1.0%

3.3% 3.4%

7.4%

10.6%

11.8%9.3%

11.4%

13.2%

0.0%

3.0%

6.0%

9.0%

12.0%

15.0%

平成20年 平成25年 平成30年

太陽熱を利用した温水機器等あり 太陽光を利用した発電機器あり

二重以上のサッシ又は

複層ガラスの窓すべての窓にあり

二重以上のサッシ又は

複層ガラスの窓一部の窓にあり

注）住宅・土地統計調査における市町村データは、1位を四捨五入して 10位までを有効数字としており、総数に「不詳」の数を 

含むことから総数と内訳の合計が一致しないため、合計が 100％ならないことがあります。 

手すりが
ある

またぎや
すい高さ
の浴槽

廊下など
が車椅子
で通行可
能

段差のな
い屋内

道路から
玄関まで
車椅子で
通行可能

44,210 22,420 18,850 8,830 5,210 9,160 3,650 20,040 -

96.0% 50.7% 42.6% 20.0% 11.8% 20.7% 8.3% 45.3%

持ち家 32,310 20,020 17,150 8,100 4,730 8,180 3,460 12,290 -

割合 100.0% 62.0% 53.1% 25.1% 14.6% 25.3% 10.7% 38.0%

借家 10,150 2,390 1,690 740 480 980 200 7,750 -

割合 100.0% 23.6% 16.7% 7.3% 4.7% 9.7% 2.0% 76.4%

16,920 11,200 9,450 4,480 2,480 4,090 1,550 5,730 7,270

100.0% 66.2% 55.9% 26.5% 14.7% 24.2% 9.2% 33.8% 43.0%

持ち家 15,260 10,720 9,070 4,350 2,350 3,920 1,490 4,540 6,950

割合 100.0% 70.2% 59.4% 28.5% 15.4% 25.7% 9.8% 29.8% 45.5%

借家 1,670 470 370 140 140 180 60 1,190 320

割合 99.4% 28.1% 22.2% 8.4% 8.4% 10.8% 3.6% 71.3% 19.2%

高齢者のための設備がある
高齢者
のため
の設備
はない

一定の
バリアフ
リー化

総計（何らかの設備がある）

区分
住宅
総数

総数

割合

65歳以上を含む世帯

割合
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（6）住宅の居住面積水準の状況 

住宅の居住面積水準割合をみると、54.6％が誘導居住面積水準＊16

以上となっており、特に本市では、持ち家の結果が大きく反映されて

います。 

なお、最低居住面積水準＊8 以上誘導居住面積水準以下は公営の借

家や民営借家、給与住宅＊3で多くなっています。 

最低居住面積水準未満は給与住宅で 22.9％と多くなっています。 
 

■住宅の所有関係別居住面積水準の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

住宅の居住面積水準を世帯人数別で見ると、1人世帯や 6人世帯以

上で最低居住面積水準未満が多くなっていますが、全体で見ると最

低居住面積水準以上が過半数を占める結果となっています。 
 

■世帯人員別の居住面積水準の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 
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16.2%

22.9%
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35.3%

55.4%

14.3%

51.5%

62.5%

54.6%

63.9%

39.3%

85.7%

32.3%

14.6%
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全体

持ち家

公営の借家

都市再生機構(UR)・

公社の借家

民営借家

給与住宅

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

4.0%

8.4%

1.3%

1.5%

4.7%

0.9%

21.1%

41.3%

28.4%

23.5%

52.2%

74.2%

82.3%

57.9%

54.6%

63.2%

75.1%

46.3%

21.0%

16.8%

21.1%
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全体

1人世帯

2人世帯

3人世帯
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最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上
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３ 公営住宅等の状況の把握・整理 

（1）公営住宅等の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
凡例 

    県営住宅 

    市営住宅 

    容積率 

    建ぺい率 

粟野市営住宅 

長谷津市営住宅 

初富市営住宅 

鎌ケ谷市営住宅 
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（2）県営住宅の状況 
ア 県営住宅の管理戸数 

千葉県では、4団地 265戸の県営住宅を鎌ケ谷市内で管理していま

す。 

 

■県営住宅の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 単身可能住戸の県営住宅戸数 

 

■単身可能住戸の県営住宅一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間取りの記載について 

・数字  ：部屋数 

・D    ：ダイニング（食堂） 

・K    ：キッチン（台所） 

  

出典：県資料 

出典：県資料 

No.団地名 住棟名 位置 建設年度
耐用
年限

躯体構造 棟数 戸数

初富 1棟 鎌ケ谷市東初富２-３ 昭和54年 70 中層耐火3階 1 18
初富 2棟 鎌ケ谷市東初富２-３ 昭和54年 70 中層耐火3階 1 18
初富 3棟 鎌ケ谷市東初富２-３ 昭和54年 70 中層耐火3階 1 18
初富 4棟 鎌ケ谷市東初富２-３ 昭和54年 45 簡易耐火2階 1 5
初富 5棟 鎌ケ谷市東初富２-３ 昭和54年 45 簡易耐火2階 1 5
鎌ケ谷井草 1棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 12
鎌ケ谷井草 2棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 12
鎌ケ谷井草 3棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 18
鎌ケ谷井草 4棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 24
鎌ケ谷井草 5棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 24
鎌ケ谷井草 6棟 鎌ケ谷市東鎌ケ谷３-２５-１ 昭和58年 70 中層耐火3階 1 24

3 鎌ケ谷四本椚 1棟 鎌ケ谷市初富721-2 平成25年 70 中層耐火4階 1 58
4 佐津間 1棟 鎌ケ谷市佐津間２２２－９ 令和2年 70 中層耐火3階 1 29

13 265

2

1

No. 団地名
住戸
タイプ

間取り 戸数

鎌ケ谷四本椚 A 1DK

鎌ケ谷四本椚 B 1DK

鎌ケ谷四本椚 C 1DK

鎌ケ谷四本椚 D 2DK

鎌ケ谷四本椚 E 2DK

鎌ケ谷四本椚 F 2DK

佐津間 E 2DK

佐津間 F 2DK

佐津間 G 2DK

佐津間 H 1DK

佐津間 I 1DK

佐津間 J 1DK

4

21

42

3
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（3）市営住宅の状況 
ア 市営住宅の管理戸数 

本市では、4団地 146戸の市営住宅を管理しています。 

■市営住宅の一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

イ 市営住宅の入居状況 

建築年別管理戸数は、昭和 56 年以前に建てられた戸数が 64 戸と

過半数を超えています。 

全体の管理戸数に対して、入居率は 93％、空き家率は 7％となって

います。 
 

■市営住宅の空室状況 

 

 

 

 

 

 

 
 

（市資料：令和 5年 4月時点） 

 

 

 

 

 

  

出典：市資料 

No.団地名 住棟名 位置 建設年度
耐用
年限

耐用残
年数

躯体構造 棟数 戸数
単身
可能
住戸

1 鎌ケ谷 鎌ケ谷市鎌ケ谷6-8-29 昭和47年 70 19 中層耐火5階 1 16 16
長谷津 Ｆ棟 鎌ケ谷市中央2-22-6 昭和48年 70 20 中層耐火４階 1 16 16
長谷津 Ｅ棟 鎌ケ谷市中央2-22-5 昭和53年 70 25 中層耐火４階 1 16 0
長谷津 Ｄ棟 鎌ケ谷市中央2-22-4 昭和54年 70 26 中層耐火４階 1 16 0
粟野 1号棟 鎌ケ谷市粟野562-3 昭和60年 70 32 中層耐火5階 1 34 0
粟野 2号棟 鎌ケ谷市粟野562-3 昭和60年 70 32 中層耐火3階 1 18 0

4 初富 鎌ケ谷市南初富4-17-60 昭和62年 70 34 中層耐火４階 1 30 0
7 146 32

2

3

No. 団地名 住棟名 建設年度
耐用

残年数
構造

管理

戸数

入居

戸数
入居率

空き

家率

1 鎌ケ谷 昭和47年 19 RC 16 15 94% 6%

長谷津 Ｆ棟 昭和48年 20 RC 16 16 100% 0%

長谷津 Ｅ棟 昭和53年 25 RC 16 15 94% 6%

長谷津 Ｄ棟 昭和54年 26 RC 16 14 88% 13%

粟野 1号棟 昭和60年 32 RC 34 33 97% 3%

粟野 2号棟 昭和60年 32 RC 18 14 78% 22%

4 初富 昭和62年 34 RC 30 29 97% 3%

146 136 93% 7%

2

3

計
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ウ 市営住宅住棟別の状況                        令和 5年 6月時点 

■市営住宅住棟別の状況 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1

鎌ケ谷

F棟 Ｅ棟 1号棟

16 16 16 34

昭和47年 昭和48年 昭和53年 昭和60年

第1種低

層住居専

用地域

30

50

2,261

矩形

市有地

39.5

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

躯

体

の

安

全

性
耐震性あり 耐震性あり 耐震性あり 耐震性あり

避

難

の

安

全

性
あり あり あり あり

3ＤＫ 3ＤＫ 3ＤＫ 3ＤＫ

42.16 41.99 55.52 63.89

浴室 ○ ○ ○ ○

流し台 × ○ × ×

洗面器 × × × ×

○ ○ ○ ○

全住戸 全住戸 全住戸
101

以外
101 全住戸

106

以外
106

108

以外
108

浴室 × × × × ○ × × ○ × ○

トイレ × × × × ○ × × ○ × ○

玄関 × × × × ○ × × ○ × ○

洗面所 × × × × ○ × × ○ × ○

浴室 × × × × ○ × × ○ × ○

トイレ × × × × ○ × × ○ × ○

玄関 × × × × ○ × × ○ × ○

洗面所 × × × × ○ × × ○ × ○

× × ○ ○

× × ○ ×

令和3年

火災警報

器交換

令和4年

火災警報

器交換

令和4年

外壁・屋上

防水工事

令和4年イ

ンターホ

ン交換

令和4年イ

ンターホ

ン交換

令和4年イ

ンターホ

ン交換

令和4年イ

ンターホン

交換

-

- - - -

修

繕

履

歴

外壁塗装

(18年未満)
○ ○ ○

屋上防水

(12年未満)
○ × ×

その他修繕履歴

令和4年イ

ンターホン

交換

-

令和5年火

災警報器

交換

平成30年

屋上防水

工事

令和4年イ

ンターホン

交換

令和4年イ

ンターホン

交換

令和元年

外壁改修
-

令和4年浄

化槽撤去

×

× × ×

浴室 ○ ○ ○

部屋

二方向避難

（バルコニーにおける避難口）
あり あり あり

居

住

性

機

器

（
居

住

性

）

間取り 3ＤＫ 3ＤＫ 3ＤＫ

住戸面積（㎡） 55.52 60.16
64.69

62.08

給湯

○ ○ ○

× ×

手すり

段差

耐震基準 耐震性あり 耐震性あり 耐震性あり

雨水出水想定区域 - - -

急傾斜地崩壊危険区域 - - -

洪水浸水想定区域 - - -

立

地

性

土地の利便性係数 40.5 43.2 41.6

災

害

土砂災害特別警戒区域 - -

- - -

4,975 2,560

敷地形状 矩形 三角地

-

市有地・借地 市有地

土砂災害警戒区域 - - -

市有地

住棟名・番号 D棟 2号棟

第1種住居地域

第1種低層

住居専用

地域

建ぺい率（％） 50 60 50効

率

性

法

規

制

用途地域 第1種低層住居専用地域

容積率（％） 100 200 100

敷

地

条

件

敷地規模（㎡）

バ

リ

ア

フ

リ
ー

No. 2 3 4

団地名 長谷津 粟野 初富

18 30戸数 16

建設年度 昭和54年 昭和60年 昭和62年

矩形

3,818

土地の所有権

地すべり防止区域
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（4）入居者の収入状況 

収入分位＊11別にみると、Ⅰ分位が 109世帯（80.2％）で過半数を占

めています。 

収入超過者＊9は、令和 5年度に 136世帯中 13世帯（9.6％）、令和 4

年度に 136世帯中 9世帯（6.6％）となっています。 

高額所得者＊6 については、期限を定めて市営住宅の明け渡しを促

しています。 

高額所得者に対して、令和５年度は対象者がおらず、令和 4 年度に

おいては、対象 1世帯について解決に至りました。 
 

■収入超過者等の状況 

 

 

 

 

 

 

 

■収入分位別の状況（令和 5年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市資料：令和 5年 4月時点 

109世帯

80.2％

5世帯

3.7％

4世帯

2.9％

4世帯

2.9％
5世帯

3.7％

3世帯

2.2％

3世帯

2.2％
3世帯

2.2％

Ⅰ分位

Ⅱ分位

Ⅲ分位

Ⅳ分位

Ⅴ分位

Ⅵ分位

Ⅶ分位

Ⅷ分位

項目 区分 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

158,001～186,000円 1 3 6 4 4

186,001～214,000円 2 3 1 1 2

214,001～259,000円 3 3 3 3 4

259,001～313,000円 2 1 0 1 1

313,001円～ 1 0 0 0 2

合計 9 10 10 9 13

（対象戸数に対する比率） 6.4% 7.3% 7.4% 6.6% 9.6%

1 2 1 1 0

140 137 135 136 136収入申告対象戸数

収入超過者

高額所得者

入居者世帯の収入月額 世帯数

Ⅰ分位 0～104,000円 109

Ⅱ分位 104,001～123,000円 5

Ⅲ分位 123,001～139,000円 4

Ⅳ分位 139,001～158,000円 4

Ⅴ分位 158,001～186,000円 5

Ⅵ分位 186,001～214,000円 3

Ⅶ分位 214,001～259,000円 3

Ⅷ分位 259,001円～ 3

136合計

収入分位
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（5）世帯主の年齢構成 

市営住宅の世帯主の年齢構成は、70歳以上が 82 世帯と最も多く、

次いで 60代が 19世帯となりました。 
 

■世帯主の年齢別状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）入居世帯の人員構成 

市営住宅の入居世帯の人員構成は、2人が 60世帯 44.1％と最も多

く、次いで 1人が 50世帯 36.8％、3人が 23世帯 16.9％となりました。 
 

■入居世帯人員の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市資料：令和 5年 4月時点 

市資料：令和 5年 4月時点 

1世帯
0.8%

5世帯
3.7%

15世帯
11.0%

14世帯
10.3%

19世帯
13.9%

82世帯
60.3%

20歳未満

20代

30代

40代

50代

60代

70歳以上

50世帯
36.8%

60世帯
44.1%

23世帯
16.9%

2世帯
1.5%

1世帯
0.7%

1人

2人

3人

4人

6人
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（7）高齢者世帯の状況 

市営住宅の各団地において、高齢者世帯の状況は次のとおりと

なっており、合計で高齢者単身世帯が 42 世帯、高齢者夫婦世帯が 24

世帯、高齢者同居世帯が 30世帯となり、高齢者のいる世帯は 96世帯

となりました。 

市営住宅入居者世帯の約70％を高齢者のいる世帯が占めています。 

■高齢者世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65～74歳 75～84歳 85歳以上 合計

1 鎌ケ谷 16 15 5 5 0 10 1 3 14

2 長谷津 48 45 5 7 1 13 5 12 30

3 粟野 52 47 2 10 2 14 10 10 34

4 初富 30 29 2 3 0 5 8 5 18

146 136 14 25 3 42 24 30 96合計

高齢者単身世帯 高齢者夫婦世帯

（世帯員2名でどち

らも65歳以上）

高齢者

同居

世帯

入居

世帯数

高齢者のいる世帯

No. 団地名
管理

戸数

42世帯
30.9%

24世帯
17.6%

30世帯
22.1%

40世帯
29.4%

高齢者単身世帯

高齢者夫婦世帯

高齢者同居世帯

高齢者のいない世帯

市資料：令和 5年 4月時点 
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（8）市営住宅の入居申込、募集の実施状況 

現在募集している 4団地において、累計募集数に対する倍率が 1.0

以上の団地は、鎌ケ谷、長谷津、初富の 3団地、粟野は、0.57と倍率が

低い結果となりました。 

粟野（令和元年・3 年・4 年）や初富（令和 4 年）は一時的に応募が少

ない時期がありましたが、入居率は約 80％以上となっています。 

■入居申込、募集の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市資料：令和 5年 4月時点 

（募集戸数・申込数） （倍率） 

6

15
13

11
8

25

8

18

1.33

1.67

0.62

1.64

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

2.4

0

5

10

15

20

25

30

令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

募集戸数 申込数 倍率

募集
戸数

申込
数

倍率
募集
戸数

申込
数

倍率
募集
戸数

申込
数

倍率
募集
戸数

申込
数

倍率
募集
戸数

申込
数

倍率

鎌ケ谷 0 0 - 3 4 1.33 0 0 - 0 0 - 3 4 1.33

長谷津 4 7 1.75 6 14 2.33 0 0 - 4 14 3.50 14 35 2.50

粟野 1 0 0.00 6 7 1.17 10 2 0.20 4 3 0.75 21 12 0.57

初富 1 1 1.00 0 0 - 3 6 2.00 3 1 0.33 7 8 1.14

合計 6 8 1.33 15 25 1.67 13 8 0.62 11 18 1.64 45 59 1.31

令和4年
累計募集数に
対する倍率

団地名

令和元年 令和2年 令和3年
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第３章 市営住宅等長寿命化に関する基本方針 

 

1 市営住宅の課題 
 

本市の市営住宅について、入居者や需要の状況を踏まえ、立地性や

躯体の安全性、避難の安全性、居住性を整理しました。 

整理した内容を踏まえての、市営住宅の課題は、次のとおりです。 

（1）市営住宅の長寿命化を見据えた維持管理 

全ての市営住宅の耐用残年数＊14 が 10 年以上であることから、良

好な市営住宅ストックとして、今後も日常的な点検と住宅の状態把握、

修繕必要箇所の把握によって、市営住宅の劣化や老朽化による事故

防止と適切で計画的な維持管理が重要です。 

 

（2）入居者の高齢化と身体の状況に応じた居住支援 

市営住宅入居者の高齢化が進行し、市営住宅の立地性やバリアフ

リー化の需要の高まりなどの課題も見受けられます。 

本市は、鉄道やコミュニティバス等の公共交通網は充実しています

が、高齢者が生活する上で、普段の買物や通院等において市営住宅の

立地や公共交通の利便性が課題となっています。 

また、今後も高齢化が進行することを踏まえ、住戸内のバリアフ

リー化や低層階の住戸への住み替え支援が求められています。 

 

（3）市営住宅の居住者ニーズに合った居住設備の更新 

本市の市営住宅は最も古いもので 50年程度経過しています。 

耐震基準は満たしていますが、給湯設備等の大半が更新されてお

らず、高齢者、障がい者などの住宅確保要配慮者＊13 のニーズに合っ

た、居住設備が求められます。 

特に、3 点給湯＊10 を始め、ユニットバスなどの設置による居住設備

の更新、高齢者が安心して住めるような手すりの設置、段差の解消を

はじめとするバリアフリー化が求められています。 

  



 

23 
 

（4）住宅確保要配慮者への住宅供給 

市営住宅は、住宅確保要配慮者＊13に向けて、安全・安心な住まいを

提供しています。 

住宅確保要配慮者が適正に入居できるように、状況の変化により

恒常的に収入超過が続く場合には適正な対応が求められています。 

 

（5）入居者コミュニティの希薄化 

コロナ禍において、感染リスクを低減させるため、ソーシャルディス

タンスや外出自粛が実施されてきました。 

また、対面による共同活動などが制限されてきた中で、本来のコ

ミュニティの継続・維持への課題が見受けられます。 

特に、入居者の約 3割を占める高齢者単身世帯に対する、高齢者の

見守り活動の重要性が高まっています。 
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２ 市営住宅管理運営の基本方針 
 

住宅確保要配慮者＊13 への安定した住まいの供給と市営住宅の適

切な維持管理、修繕などのストック活用等による、充実した住宅セー

フティネットの構築を目指します。 

市営住宅の現在の状況や長寿命化に向けた課題を踏まえ、市営住

宅管理運営の基本方針を次のとおりとします。 

 

（1）安全・安心に暮らせる市営住宅の確保 

入居者が安全・安心に暮らせる住宅の確保に向けて、定期点検や日

常点検による定期的な点検等を実施し、そのデータを蓄積し、適切な

対処に向けて計画的な修繕と良好なストックの維持管理を図ります。 

また、激甚化する災害への対策として、低層階に住む高齢者の避難

安全性の確保に向けて、ハザードマップの周知や事前避難の呼びかけ

等を図ります。 

 

（2）改善事業の実施による市営住宅のバリアフリー化 

入居者の高齢化の進行が予測されることから、福祉対応型の改善

事業として、粟野 2 号棟と初富の 1 階を中心に団地外構の段差の解

消やスロープ設置を検討し、低層階でのバリアフリー化を推進します。 

また、住戸内部においては、手すりの設置や段差の解消、ユニットバ

スの設置等を検討し、住宅のバリアフリー化を推進します。 

 

（3）入居者のコミュニティ活動の支援 

入居者のコミュニティ活動の支援として、集会所や市営住宅の空室

を活用した支援の検討をはじめ、団地敷地の維持管理と入居者交流

を兼ねた清掃活動などを通してコミュニティ活性化を推進します。 

また、子どもと子育て世帯が利用できるよう、児童遊具や屋外外構

の整備を検討します。 
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（4）市営住宅のライフサイクルコストの縮減 

市営住宅の効率的な運営のため、改定指針の修繕周期に基づき、

外壁塗装や屋上防水等の躯体の長寿命化を推進することで、LCC＊17

の縮減を図ります。 

市営住宅の建設から 50 年程度が経過していますが、居住設備が当

時のままとなっているため、居住設備の更新として、3 点給湯＊10 やユ

ニットバスの設置を検討します。 

 

（5）高齢単身入居者に対する見守り 

市営住宅入居者がそれぞれ快適に住むことができるように、本市で

は、高齢単身入居者に対して、月に一度健康確認の連絡、緊急通報シ

ステム制度の周知による高齢者見守り体制を継続して実施していき

ます。 
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3 市営住宅の整備水準 
 

市営住宅管理運営の基本方針に基づき、居住性の向上や福祉対応

など「鎌ケ谷市市営住宅等の整備基準を定める条例」及び「公営住宅

等ストック総合改善事業の対象項目の例示」に準拠し、改善事業を実

施します。 

 

■公営住宅等ストック総合改善事業の対象項目の例示 

 1：住戸改善 2：共用部分改善 3：屋外・外構改善 

A：居住性向上 ・間取りの改修 

・給湯設備の設置 

・電気容量のアップ 

・外壁・最上階の天井等の断

熱 

・開口部のアルミサッシ化 

等  

・給水方式の変更 

・断熱化対応 

・地上デジタル放送対応

（当該建物に起因する電

波障害対策の既設共聴ア

ンテナ等の改修も含む）  

     等 

・雨水貯留施設の設置 

・地上デジタル放送対応

（当該建物に起因する電

波障害対策の既設共聴ア

ンテナ等の改修も含む） 

・集会所の整備・増改築 

・児童遊園の整備 

・排水処理施設の整備    等 

B:福祉対応 ・住戸内部の段差解消 

・浴室、便所等への手摺りの

設置 

・浴槽、便器の高齢者対応 

・高齢者対応建具 

・流し台、洗面台更新 

・グループホームへの改良 

等  

・廊下、階段の手摺り設置 

・中層 EVの設置・機能向

上 

・段差の解消 

・視覚障害者誘導用ブロッ

ク等の設置        等 

・屋外階段の手摺りの設置 

・屋外通路等の幅員確保 

・スロープの設置 

・電線の地中化        等 

C:安全性確保 ・台所壁の不燃化 

・避難経路の確保 

・住宅用防災警報器等の設置

（※1） 

・アスベストの除去等 

・ピッキングが困難な構造の

玄関扉の錠、補助錠の設置、

破壊が困難なガラスへの取

替、防犯上有効な箇所への

面格子等の防犯建物部品の

設置（※3） 

          等 

・耐震改修（※2） 

・外壁落下防止改修 

・バルコニーの手摺りのア

ルミ化 

・防火区画 

・避難設備の設置 

・アスベストの除去等 

・EVかご内の防犯カメラ

設置（※3） 

・EV地震時管制運転装置、

戸開走行保護装置の設置

又は主要機器耐震補強措

置の実施          等 

・屋外消火栓設置 

・避難経路となる屋外通路

等の整備 

・屋外通路等の照明設備の

照度確保（※3） 

・ガス管の耐震性・耐食性

向上 

・防犯上有効な塀、柵、垣、

植栽の設置（※3） 

等  

D:長寿命化 ・浴室の防水性向上に資する

工事 

・内壁の断熱性向上・耐久性

向上に資する工事 

・配管の耐久性向上に資する

工事              等 

・躯体・屋上・外壁・配管の

耐久性向上 

・避難施設の耐久性向上 

等 

・配管の耐久性・耐食性向

上に資する工事     等 

※1 公営住宅への住宅用防災警報機器等の設置については、「住宅用防災警報器及び住宅用防

災報知設備の設置について（通知）（平成 17年 9月 16日国住備第 50号）」を参照。 

※2公営住宅の耐震改修については、「公営住宅等の耐震化の推進について（平成 18年 4月 28

日国住備第 31号）」を参照。 

※3 公営住宅の防犯性向上については、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮し

た共同住宅に係る設計指針について（平成 13年 3月 23日国住備発第 110号）」を参照。 

 

（資料 公営住宅整備事業等担当者連絡会議資料） 
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第４章 本計画の対象と事業手法の選定 

1 公営住宅等の需要の見通しに基づく将来ストック量
の推計【中長期】 

 

市営住宅の事業手法については、改定指針において示された事業

手法の選定フローに基づき選定します。 

■事業手法の選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 
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（1）特定のニーズを有する世帯数の推計 

長期的な公営住宅＊5等の需要を把握するため、改定指針では「住宅

確保要配慮者世帯数推計支援プログラム」が示されました。本プログ

ラムによりストック推計を実施し、著しい困窮年収水準未満の世帯推

計に加え、世帯年収、居住面積水準、家賃負担率＊15の観点から住宅の

困窮状況を 4類型に区分し、各類型別に要支援世帯数を推計します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定のニーズを有する要支援世帯数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

世帯年収

著しい困窮

年収水準

単身世帯：25㎡未満

2人世帯以上：10㎡×人数+10㎡

　　　　　　　　著しい困窮年収水準以上、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

うち、高家賃負担率以上

　　　　　　　　著しい困窮年収水準以上、
　　　　　　　　かつ、最低居住面積水準未満

うち、高家賃負担率以上

居住面積水準最低居住面積水準

著しい困窮年収水準以上、

かつ、最低居住面積水準以上

著しい困窮年収水準未満、

かつ、最低居住面積水準以上

A

B

C

D

資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラム 

（世帯数） 

特定のニーズを有する要支援世帯 

10.4万円/月以下 

裁量階層 21.4万円/月以下 

本来階層 15.8万円/月以下 

 

緑枠＝公営住宅の入居資格世帯 

157 148 138 131 125 121

355 353 344 339 333 330

106 99
92 88 86 84

46
45

43 44 44 44

664
645

617 602 588 579

0
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300
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700

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

A B C D
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（2）公営住宅の将来ストック量の推計 

著しい困窮年収水準未満世帯のうち、特定のニーズを有する要支

援世帯数 A・Bに該当する世帯を要支援世帯として公営住宅＊5数と比

較すると、要支援世帯数より公営住宅数が上回る状況が続き、長期的

に充足すると推測されますが、令和 7 年以降の県営住宅数は、用途廃

止により初富が 10戸減、第 2期事業 151戸増（四本椚 94戸、佐津間

57 戸）の建設が予定されており、第１期事業における新設の県営住宅

（四本椚・佐津間）の申し込み状況から、第 2 期事業の戸数のうち約 2

割（31 戸）が市内の入居者、約 8 割（120 戸）が市外からの入居者と見

込まれることから、不足が生じる可能性もあります。 

■特定のニーズを有する要支援世帯 A・Bと公営住宅数の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営住宅数の推計において、計画期間及び中長期の市営住宅管理

戸数については、耐用年限を考慮し次のとおり設定しています。 

■公営住宅数の推計における市営住宅管理戸数 
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382 
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（世帯数） 

資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムより算出 

市営住宅数 

県営住宅数 

特定のニーズを 

有する要支援世帯 

【計画期間（令和 6年度～令和 15年度）の市営住宅管理戸数】 

令和 6年度管理戸数 146戸  ➡ 令和 15年度管理戸数 146戸 

【中長期の市営住宅管理戸数】 

令和 16年度管理戸数 146戸  ➡ 令和 27年度管理戸数 114戸 
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2 1次判定  
 

1次判定は②-1及び②-2の結果に基づき評価します。 
 

②-1 団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

団地単位における「需要」「効率性」「立地性」の社会的特性を踏まえ

た 3つの観点を考慮し、評価します。 

全ての評価項目が活用に適する場合は、将来にわたり「継続管理す

る団地」と仮設定し、いずれかの評価項目が活用に適さない場合は継

続管理について「判断を留保する団地」と仮設定します。 

 

 

 

 

 

 

■評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
ⅰ）需要 

ⅱ）効率性 
ⅲ）立地 

ⅰ）～ⅲ）全てが活用に適合 １つでも活用に不適 

継続管理する団地 
継続管理について 
判断を留保する団地 

判定基準 

評価方法

需要

需要の状況 近年の入居申込み・募集の倍率1.0以上を評価

効率性

法規制 用途地域や容積率等の団地に係る法規制の有無により評価

敷地条件 団地敷地の極小敷地や敷地形状、傾斜地、所有権等の地形条件の有無により評価

立地性

災害危険区域 災害危険区域等の指定の有無により評価

評価項目

利便性係数算定表の算定値の合計値が40.6を超えるものを評価利便性

判定結果 

評価項目 鎌ケ谷 長谷津 粟野 初富

需要 需要の状況 ○ ○ × ○

効率性 法規制 ○ ○ ○ ○

敷地条件 ○ ○ × ○

立地性 利便性 × × ○ ○

災害危険区域 ○ ○ ○ ○
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②-2 住棟の現在の立地環境等の社会的特性を踏まえた管理方針 

住棟単位における「躯体の安全性」「避難の安全性」の物理的特性を

踏まえた 2つの観点を考慮し、評価します。 

住棟の改善の必要性・可能性として、改定指針の方針に従い、「改善

不要」、「改善が必要」、「優先的な対応が必要（改善可能）」、「優先的な

対応が必要（改善不可能）」の４区分に分類を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

判定基準 

 

 

躯体・避難の 
安全性に係る
改善の必要性 

不要 必要 

 
居住性 

に係る改善の 

必要性 
 

躯体・避難 
の安全性の改善 

可能性 

不要 必要 可能 不可能 

 

躯体・避難の 
安全性に係る
改善の必要性 

不要 必要 

 
躯体・避難 

の安全性の改善 
可能性 

 
居住性 

に係る改善の 

必要性 

不要 必要 可能 不可能 

改善不要 改善必要 
優先対応必要

（改善可能） 

優先対応必要 

（改善不能） 

維持管理 改善・建替 
優先的改善 

・建替 
優先的建替 

 

改善不要 改善必要 
優先対応必要 
（改善可能） 

優先対応必要 
（改善不能） 

維持管理 

・用途廃止 

改善・建替 
・用途廃止 

優先的改善・ 
建替・用途廃

止 

優先的建替・ 
用途廃止 

 

A ｸﾞﾙｰﾌﾟ B ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

 居住性に係る改善の必要性 

    住戸面積、バリアフリー、住戸設備を評価 

 躯体・避難の安全性の改善可能性 

    平屋・2階建て構造は改善不可、避難設備の設置が可能 

継続管理する団地 判断を留保する団地 

評価方法

躯体の安全性

耐震基準

昭和56年以降に建築された住棟と昭和56年以前に建築された住棟のうち、耐震

診断を行い、耐震性が確保されたものは「耐震性あり」とし、それ以外の場合は、

「耐震性なし」と評価

耐用年限以内 中層耐火構造のうち70年以内のものを評価

避難の安全性

二方向避難 3階以上の住棟は、バルコニーにおける避難口の有無を評価

機器（居住性）

住戸面積
本市の平均世帯人数が2.33人であるため、3人世帯に必要な最低居住面積水準

（住戸面積）40㎡以上を評価

機器設置状況 全住棟の浴室や3点給湯等の設置を評価

バリアフリー性 1階居住部分へのアクセスやエレベーターの設置有無について評価

省エネルギー性 過半数の住棟で省エネ設備が未設のため、評価しない

修繕履歴
前回の外壁塗装修繕から18年未満、屋上防水修繕から12年未満を評価

未修繕の住棟は、建設年次よりそれぞれ18・12年未満を評価

評価項目
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【１次判定結果】 

１次判定の結果、団地敷地の現在の立地環境等の社会的特性を踏

まえた管理方針の判定において全ての評価項目に該当する「継続管

理する団地」として、初富団地が Aグループとなります。 

それ以外の「継続管理について判断を留保」はBグループとなり、鎌

ケ谷団地、長谷津団地、粟野団地は、住棟の現在の物理的特性による

改善の必要性・可能性の評価を基に 4 つの区分に仮設定し、2 次判定

に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aグループ…継続管理する団地のうち改善が必要な団地及び優先的な対応が必要（改善可能）な団地については、改善か建替え

かの判断を留保します。そこで、2 次判定を実施し、「優先的な改善・建替え」又は「改善・建替え」の事業手法の仮設

定を行います。 

B グループ…継続管理について判断を留保する団地については、2 次判定において、将来に渡って「継続管理する団地」と、建替

えを前提とせず「当面管理する団地」に改めて判定します。 

　該当なし
　鎌ケ谷
　長谷津D～F棟
　粟野1～2号棟

　該当なし 　該当なし

　該当なし 　初富 　該当なし 　該当なし

　該当なし
　団地　3
　住棟　6

　該当なし 　該当なし

住棟の現在の物理的特性による改善の必要性・可能性

団
地
敷
地
の
現
在
の
立
地
環
境
等
の
社
会
的
特
性

を
踏
ま
え
た
管
理
方
針

　改善不要 　改善が必要
　優先的な対応
　が必要
　（改善可能）

　優先的な対応
　が必要
　（改善不可能）

継続管理
する団地

　維持管理
　改善
　建替え

　優先的な改善
　優先的な建替え

継続管理
について

判断を留保

　維持管理
　用途廃止

　改善
　建替え
　用途廃止

　優先的な改善
　優先的な建替え
　優先的な用途廃止

　優先的な建替え
　優先的な用途廃止

　優先的な建替え

Ａグループ

Bグループ

判定結果 

F棟 E棟 D棟 1号棟 2号棟

耐震基準 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

耐用年限以内 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

二方向避難 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機器（居住性） 住戸面積 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

機器設置状況 × × × × × × ×

バリアフリー性 × × × × × × ×

修繕履歴 × × ○ ○ × × ×

評価項目 初富鎌ケ谷
長谷津 粟野

躯体の安全性

避難の安全性
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3 2次判定  
 

2次判定は 1次判定において事業手法・管理方針の判断を留保した

団地・住棟の仮設定について、③-1及び③-2に基づき評価します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

③-1 LCC比較や当面の建替事業量の試算を踏まえた事業手法の仮設定 

A グループに仮設定された団地、住棟について、事業手法（改善又

は建替）を仮設定します。 

 

■評価の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

初富団地については、資料編 P.78において、LCC＊17の縮減効果が

あり、P.16 記載の耐用残年数＊14 が 30 年以上あることから、既存ス

トックの有効活用を図る観点から「改善」とします。 

計画期間内の建替事業量試算による事業手法の仮設定は、②-1 に

おいて「継続管理する団地」、②-2 において「優先的な対応が必要（改

善可能）」又「優先的な対応が必要（改善不可能）」と評価された建替の

検討が必要な団地、住棟がないため、省略します。 

  

 LCC比較・建替事業量の試算で手法設定 

    長寿命化型改善を実施することにより LCCの縮減効果があるものを選定 

    上記に加え、残耐用年数も加味して評価 

判定結果 

判定基準 

③-1 ③-2 
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③-2 将来のストック量を踏まえた事業手法の仮設定 

B グループに仮設定された団地、住棟について、事業手法（「継続管

理する団地」又は建替を前提としない「当面管理する団地」）を仮設定

する。 

■評価の考え方 

 

 

 

 

 
 

 

 

公営住宅＊５等の需要の見通しに基づく将来ストック量の推計結果

に基づき、計画期間内においては将来ストックを維持、既存ストックの

長寿命化を行う事業手法に仮設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　優先的な対応が必要
　（改善不可能）

　優先的な建替え
　優先的な用途廃止

　該当なし

　該当なし

　改善 　建替え
　優先的な
　改善

　優先的な
　建替え

　優先的な建替え

　団地　1
　住棟　1

　― 　― 　― 　―

　初富 　― 　― 　― 　―

　当面
　維持管理

　用途廃止
　改善し、
　当面維持管理

　用途廃止
　優先的に改善し
　当面維持管理

　優先的な
　用途廃止

　優先的な用途廃止

　― 　―
　団地　3
　住棟　6

　― 　― 　― 　―

　― 　―
　鎌ケ谷
　長谷津D～F棟
　粟野1～2号棟

　― 　― 　― 　―

当面管理
する団地

（建替えを前
提としない）

　該当なし
　鎌ケ谷
　長谷津D～F棟
　粟野1～2号棟

　該当なし

継続管理
する団地

　維持管理

　―

　―

　改善不要 　改善が必要
　優先的な対応が必要
　（改善可能）

継続管理
について

判断を留保

　維持管理
　用途廃止

　改善
　建替え
　用途廃止

　優先的な改善
　優先的な建替え
　優先的な用途廃止

　該当なし
　団地　3
　住棟　6

　該当なし

 将来のストック量による手法設定 

    立地（災害危険区域）と建物を詳細検討、方針選定 

    上記に加え、計画期間 10年後の耐用年数超過も加味して評価 

判定基準 

　当面
　維持管理

　用途廃止
　改善し、
　当面維持管理

　用途廃止
　優先的に改善し
　当面維持管理

　優先的な
　用途廃止

　優先的な用途廃止

　― 　―
　団地　3
　住棟　6

　― 　― 　― 　―

　― 　―
鎌ケ谷
長谷津D～F棟
粟野1～2号棟

　― 　― 　― 　―

当面管理
する団地

（建替えを前
提としない）

判定結果 
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【2次判定結果】 

仮設定の結果、A グループの「改善が必要」に仮設定した団地、住棟

のうち、初富団地が「改善」となりました。 

また、B グループの「改善が必要」に仮設定した団地、住棟のうち、

鎌ケ谷、長谷津 D～F 棟、粟野１～２号棟は「改善し、当面維持管理」と

なりました。 

 

 

 

  

　改善 　建替え
　優先的な
　改善

　優先的な
　建替え

　優先的な建替え

　団地　1
　住棟　1

　― 　― 　― 　―

初富 　― 　― 　― 　―

　当面
　維持管理

　用途廃止
　改善し、
　当面維持管理

　用途廃止
　優先的に改善し
　当面維持管理

　優先的な
　用途廃止

　優先的な用途廃止

　― 　―
　団地　3
　住棟　6

　― 　― 　― 　―

　― 　―
鎌ケ谷
長谷津D～F棟
粟野1～2号棟

　― 　― 　― 　―

当面管理
する団地

（建替えを前
提としない）

継続管理
する団地

　維持管理

　―

　―
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4 3次判定  
 

3 次判定は④-1、④-2 及び④-3 に基づき④-4 のとおり計画期間の

事業手法を決定します。 
 

④-1 集約・再編等の可能性を踏まえた団地・住棟の事業手法の再判定 

改定指針に基づき、「1次及び2次判定の結果を踏まえ、集約や再編

等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に判定された住棟

が混在する団地等は、効率的な事業実施のため、必要に応じて建替え

や改善等の事業手法を再判定するとともに、効率的な事業実施や地

域ニーズへの対応等の観点から総合的な検討を行う」こととされてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■評価の考え方 

ア 効率的な事業実施のための考え方 

2次判定において、同一の地域内で集約や再編等の検討対象となり

得る団地、団地内の住棟において異なる事業手法に判定された団地

はなかったことから、これまでの判定で進めるものとします。 

 

イ 地域ニーズへの対応等の観点についての考え方 

2次判定において初富団地が「改善」、3団地 6棟が「改善し、当面維

持管理」に分類されました。 

計画期間中は「改善」や「改善し、当面維持管理」に分類された住棟

のうち、耐用年限が 25 年以上ある団地について、施設の長寿命化や

バリアフリー、居住設備の更新等について改善し、耐用年限にむけて

健全に維持管理とします。 

耐用年限が 20 年未満で階高＊2 がなく現在の仕様に対応が難しい

鎌ケ谷と長谷津 F棟については、住宅確保要配慮者＊13の需要等を考

慮し、必要に応じて計画修繕＊4を検討します。 

  

 

 集約・再編等の 
可能性検討 

 

 
住棟で判定が 

混在する団地 

混在 同一 複数あり 複数なし 

団地単位の手法検討 団地集約化の検討 事業手法に変更なし 事業手法に変更なし 

需給バランスによる事業手法の検討 

要支援世帯と供給戸数との差による事業手法 

2次判定結果 
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集約や再編等の検討対象となり得る団地や、異なる事業手法に判

定された団地や住棟がないため、「事業手法に変更なし」となります。 

 

 

 

 

 

 

  

　改善 　建替え
　優先的な
　改善

　優先的な
　建替え

　優先的な建替え

　団地　１
　住棟　１

　― 　― 　―

（内訳）
初富

　― 　― 　―

　当面
　維持管理

　用途廃止
　改善し、当面
　維持管理

　用途廃止
　優先的に改善し
　当面維持管理

　優先的な
　用途廃止

　優先的な用途廃止

　― 　―
　団地　3
　住棟　6

　― 　― 　― 　―

　― 　―

（内訳）
鎌ケ谷
長谷津D～F棟
粟野1～2号棟

　― 　― 　― 　―

継続管理
する団地

　維持管理

　―

当面管理
する団地

（建替えを前
提としない）

　―

 住棟で判定が混在する団地 

    住棟で事業手法が異なる場合、統一による効率化検討 

 集約・再編等の可能性検討 

    同一地域で複数の建替判定された場合の集約化検討、立地適正化の誘導区域を考慮 

判定基準 

判定結果 
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④-2 事業費の試算及び事業実施時期の調整検討 

改定指針に基づき中長期的な期間（30年程度）のうちに想定される

改善事業等に係る年度別事業費を試算します。 

事業量及び事業費が時期的に偏在する等、試算結果に問題がある

場合は事業実施が可能となるよう事業実施時期を調整し、中長期的

な期間における改善事業等の実施時期及び年度別事業費を決定しま

す。 

 

【事業費の試算の考え方】 

市営住宅の目標管理戸数は、現在の良好な住宅ストックを維持管理

する方針であることから、計画期間内に新たな整備事業（新築）を実

施しないこととします。 

 

【事業実施時期の調整】 

年度別事業費試算について、市営住宅の良好な住宅ストックの維持、

団地の用途廃止と効率的な運営に向けた団地の集約に向けて、事業

実施時期等を調整します。 

 

■事業実施時期の基本的な考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 計画修繕や改善事業（長寿命化型等）により耐用年限以降も適正な維持管理をすることで、

各住棟を活用することを前提とします。 

2 前計画に基づいて個別改善＊7（長寿命化型等）を実施する団地は、修繕周期表（P42～45を

参照）の各項目の修繕周期に基づき、耐用年数が延長されたものとします。 

3 修繕周期は、これまでの実績や事業量の平準化、効率的な事業実施によるコスト抑制等の観

点から、「外壁塗装・屋上防水」を合わせて実施する場合、修繕周期を 18年とします。 

4 各住棟の改善事業は、前回修繕年度から上記の修繕周期を加えた年度で実施します。 

ただし、これまで修繕を一度も行っていない住棟については、建設年度に上記の修繕周期を

加えた年度において改善事業を実施します。 
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④-3 長期的な管理の見通しの作成【30年程度】 

これまでの検討結果に基づき、概ね 30 年間の長期的な管理の見通

しを次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 用途廃止とは、耐用年数が超過した住棟について、公営住宅としての機能を廃止すること

です。 

   用途廃止するまでのプロセスは、以下のとおりとします。 

①新規入居募集を停止し政策空家とする 

   ②入居者の状況を考慮した上で移転先等を検討し住み替えを促す 

   ③全入居者の住み替えが完了する 

 

④-4 計画期間における事業手法の決定 

計画期間における事業手法は次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1～5年目 6～10年目 合計

公営住宅管理戸数 146 146 146

新規整備事業予定戸数 0 0 0
維持管理予定戸数 146 146 146

うち計画修繕対応戸数 32 32 32
うち改善事業予定戸数 68 98 114

個別改善事業予定戸数 68 98 114

全面的改善事業予定戸数 0 0 0

うちその他戸数 0 0 0

建替事業予定戸数 0 0 0

用途廃止予定戸数 0 0 0

No. 団地名 戸数

令和6（2024）年

～

令和15（2033）年

令和16（2034）年

～

令和25（2043）年

令和26（2044）年

～

令和35（2053）年

1 鎌ケ谷 16 計画修繕 用途廃止について検討 用途廃止について検討

長谷津F棟 16 計画修繕 用途廃止について検討 用途廃止について検討

長谷津E棟 16

個別改善

（福祉対応・

長寿命化）

計画修繕 耐用年数超過

長谷津D棟 16

個別改善

（福祉対応・

長寿命化）

計画修繕 耐用年数超過

粟野　1号棟 34

個別改善

（福祉対応・

長寿命化）

計画修繕 計画修繕

粟野　2号棟 18

個別改善

（福祉対応・

長寿命化）

計画修繕 計画修繕

4 初富 30

個別改善

（福祉対応・

長寿命化）

計画修繕 計画修繕

146 146 114 114

2

3

管理戸数
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第５章 市営住宅等長寿命化実施方針 

1 市営住宅の長寿命化に向けた実施方針 

本計画期間内では、事業手法の選定結果において、良好な市営住

宅ストック 146 戸を維持することとし、維持管理、計画修繕、個別改善

等とした各団地・各住棟について次の実施方針の基づき事業を実施し

ます。 

また、住宅セーフティネット法に基づき、不動産関連事業者等の協

力を得ながら都市再生機構（UR）や民営借家の活用及び千葉県と連

携した住宅セーフティネットの構築が不可欠となりました。 

そのため、要支援世帯の住戸の確保については、必要に応じて県営

住宅、都市再生機構（UR）及び民営借家を活用し、セーフティネット住

宅の充実に努めます。 

 

2 点検の実施方針 

（1）定期点検の実施方針 

建築基準法第 12条の規定に準じ、適切な時期に建築物及び建築設

備の点検（以下「定期検査」という。）を実施し、躯体の劣化や設備機器

の故障、不具合などの予防保全を図ります。 

また、消防設備、水道、浄化槽、受水槽、貯水槽等についても、定期

的に点検を実施し、予防保全に努めます。 

 

（2）日常点検の実施方針 

日常点検は「鎌ケ谷市市営住宅施設点検要領（平成 26 年 6 月）」及

び「公営住宅等日常点検マニュアル（国土交通省住宅局住宅総合整備

課：平成 28年 8月）」に基づき実施します。 

また、住戸内部については、入居者による日常的な点検や空き住戸

発生時の点検を基に、劣化状況の早期発見に努めます。 

その他、遊具や外構等の点検は、劣化調査や日常点検と併せて、効

率的に実施します。 
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3 計画修繕の実施方針 

（1）計画修繕の実施方針 

市営住宅を良好かつ長期的に維持管理するためには点検結果に基

づき、躯体や設備状況の劣化状況等を踏まえ、適切な修繕を計画的に

実施する必要があります。 

計画修繕＊4 項目と修繕周期は、改定指針の修繕周期表を基に必要

に応じて実施を検討します。 

なお、効率的に工事を実施するため、実際の工事時期や工事の効率

化、コスト等を踏まえて実施時期の調整を適宜行います。 

 

（2）修繕対象住棟 

市営住宅における住宅セーフティネット機能を維持するため、計画

期間内において維持管理に分類されている全ての住棟を計画修繕＊4

の対象とします。また、各住棟の耐用年数や劣化状況に応じて適切な

修繕を実施します。 
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■修繕周期表（1/4） 
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■修繕周期表（2/4） 
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■修繕周期表（3/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

■修繕周期表（4/4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 

参照文献リスト 

① 公営住宅ストック総合活用計画（公共賃貸住宅ストック総合活用計画）の策定指針（案） 

② ＵＲ賃貸住宅の長寿命化に関する計画（ＵＲ／2014年 4 月） 

③ 長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント（国土交通省住宅局／2008年 6月 改訂） 

④ 建築編 マンションの維持修繕技術（平成 19 年度版）（（社）高層住宅管理業協会／2007 年 10 月） 

⑤平成 17年版建築物のライフサイクルコスト 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修（建築保全センター／2005 年 9 月） 

⑥長期修繕計画指導・コンサル制度 長期修繕計画作成の手引き（（社）高層住宅管理業協会 マンション保全センター／

2010 年 7月） 
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4 改善事業の実施方針 
改善事業は、次の類型に区分して実施方針と主な内容を示します。 

 

ア 安全性確保型 

躯体の安全性や防火性能、避難施設等の改善を行い、住戸内部及

び共用部の安全を確保します。 

本市では、昭和 56年以前に建設された住棟は耐震診断が実施され、

耐震工事についても実施済みであるため、今後も定期点検を踏まえ

躯体の安全性を確保します。 

 

イ 長寿命化型改善 

長期的に市営住宅を活用するため、建物や設備の耐久性向上や躯

体の劣化低減、維持管理の容易性の向上の観点から、予防保全的な

改善を行います。 

本市では、外壁塗装や屋上防水、受水槽の取替え、高架水槽の塗装

等を実施し、市営住宅の長寿命化を実施します。 

 

ウ 福祉対応型改善 

高齢者や障がい者等が安心して居住できるよう、住戸内や共用部

の福祉対応を実施します。 

バリアフリー住戸への住み替え支援として、入居者の状況に応じて

低階層への住み替え支援について検討します。 

 

エ 居住性向上型改善 

構造物や建具の老朽化改善、住戸設備の機能向上による居住性向

上を実施します。3 点給湯＊10 やユニットバスなど、入居者の快適な居

住性の改善を行います。 
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■住棟別の個別改善の型式 

 

■住棟別の事業手法 

 

■バリアフリー対応住戸の検討 

現在の入居者（高齢者）の構成をもとに計画期間 10 年後における

バリアフリー住戸のニーズを 36 戸と推計しました。そのうち、県営住

宅（約 70％）と市営住宅（約 30％）の割合を基に、市営住宅におけるバ

リアフリー住戸の目標を 10戸としました。 

バリアフリー住戸の整備については、団地の外構にスロープの設置

や住戸内のバリアフリー（段差解消や洋室化など）を推進します。 

 

■現状のバリアフリー対応住戸のニーズ（推計） 

区分 
居住者（高齢者）の構成 

65～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 合計 

公営住宅の入居者（人） 15 64 42 6 127 

バリアフリー対応住戸のニーズ（戸） 1 6 15 5 27 

 

■10年後のバリアフリー対応住戸のニーズ（推計） 

区分 
居住者（高齢者）の構成 

65～69歳 70～79歳 80～89歳 90歳以上 合計 

公営住宅の入居者（人） 9 15 53 18 95 

バリアフリー対応住戸のニーズ（戸） 1 2 19 14 36 

  

No 団地名 住棟名 

個別改善の型式 

備考 
① 

安全性 

確保型 

② 

長寿命 

化型 

③ 

福祉 

対応型 

④ 

居住性 

向上型 

1 鎌ケ谷      計画修繕 

2 長谷津 

F棟     計画修繕 

E棟  ○  ○  

D棟  ○  ○  

3 粟野 
1号棟  ○  ○  

2号棟  ○ ○ ○  

4 初富   ○ ○ ○  

事業手法 対象団地 

個別改善 ①安全性確保型改善 該当なし 

②長寿命化型改善 長谷津 E・D棟 粟野 1・2号棟 初富 

③福祉対応型改善 

(住戸内・外構の改修) 

粟野 2号棟 初富  

④居住性向上型改善 長谷津 E・D棟 粟野 1・2号棟 初富 

維持管理 鎌ケ谷 長谷津 F棟 
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5 建替事業の実施方針 
 

本市では、計画期間内に新たな市営住宅の整備や建替事業は予定

していませんが、市営住宅の老朽化の状況や立地利便性、長期的な需

要の見通し、世帯の小規模化などの諸条件を総合的に考慮し、建替事

業が有効と考えられる場合において検討します。 

今後の市営住宅のあり方は、少子高齢化や世帯の小規模化、公営住

宅＊5 の需給バランスが供給過多と推測される状況を踏まえ、管理戸

数を減らしていく必要があるため、計画的に用途廃止について検討し

ます。 

建替事業の検討においては、必要に応じて民間活力の導入や高齢

者の生活支援などに資する施設の併設についても検討します。 
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第６章 長寿命化のための維持管理による効果 

1 長寿命化のための事業実施予定一覧 
 

市営住宅の予防保全的な維持管理に向けて計画的な事業実施が重

要であることから、計画期間内に実施する計画修繕＊4・改善事業、新

規整備事業及び建替え事業、共同施設に係る事業の実施予定一覧を

次の様式に整理します。 

 

【様式 1】計画修繕・改善事業の実施予定一覧 

【様式 2】新規整備事業及び建替え事業の実施予定一覧 

【様式 3】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等） 

 

 

  



 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【様式２】新規整備事業及び建替え事業の実施予定一覧
事業主体名： 千葉県鎌ケ谷市

住宅の区分： 公営住宅

特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅 その他（ ）

新規整備又は
建替予定年度

ＬＣＣ
縮減効果

（千円/年）

備考1
法定点検

法定点検に
準じた点検

次期点検時期

団地名
住棟
番号

戸数 構造
建設
年度

特になし 

【様式3】共同施設に係る事業の実施予定一覧（集会所・遊具等）

事業主体名： 千葉県鎌ケ谷市

住宅の区分： 公営住宅

特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅 その他（ ）

粟野団地 遊具 - - - 遊具改善

初富団地 遊具 - - - 遊具改善

Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14
団地名 共同施設名

建設

年度

次期点検時期 修繕管理・改善事業の内容

法定

点検

法定点検

に準じた

点検
Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ15Ｒ9 Ｒ10

【様式1】計画修繕・改善事業の実施予定一覧
事業主体名：千葉県鎌ケ谷市

住宅の区分：公営住宅

特定公共

賃貸住宅

地優賃

（公共供給） 改良住宅 その他（ ）

鎌ケ谷 16
中層
耐火

S47
給湯器取替
【計画修繕】

給湯器取替
【計画修繕】

0

長谷津 F棟 16
中層
耐火

S48
給湯器取替
【計画修繕】

水槽類更新
【計画修繕】

0

長谷津 E棟 16
中層
耐火

S53

3点給湯等
【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

663

長谷津 D棟 16
中層
耐火

S54

3点給湯等
【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

635

粟野 1号棟 34
中層
耐火

S60
外壁・屋上
【長寿命化】

3点給湯等
【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

3点給湯等
【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

1,457

粟野 2号棟 18
中層
耐火

S60
外壁・屋上
【長寿命化】

バリアフリー
【福祉対応】
3点給湯等

【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

771

初富 30
中層
耐火

S62
火災警報器

交換
【計画修繕】

外壁・屋上
【長寿命化】

バリアフリー
【福祉対応】
3点給湯等

【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

バリアフリー
【福祉対応】
3点給湯等

【居住性向上】
配管類更新
【長寿命化】

1,228

ＬＣＣ
縮減効果
（千円/年）

団地名
住棟
番号

戸数 法定
点検

法定点検
に準じた

点検
R6

構造
建設
年度

次期点検時期 計画修繕・改善事業の内容

R13 R14 R15R10 R11 R12R7 R8 R9
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2 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 
 

本計画では、計画期間内に長寿命化型改善を実施する市営住宅を

対象とし、LCC＊17の縮減効果の算出を行います。 

■ライフサイクルコストの算出イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 
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■ライフサイクルコストの算定方法（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜改善を実施しない場合＞ 

① 評価期間（改善非実施）Ａ 

・長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定される管理期間 

② 修繕費Ａ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率※1）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記①評価期間（改善非実施）Ａ末までの各年の

修繕費を累積した費用とする。 

・現時点以後の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

③ 建設費(推定再建築費) 

・推定再建築費 

（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第 23条の率）。 

・ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建

設費で代用する。 

④ 除却費 B（現在価値化） 

・評価期間（改善非実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善非実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑤ 計画前 LCC ＝ （②＋③＋④）÷ ①   単位：円/戸・年 

＜改善を実施する場合＞ 

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく改善事業（LCC 算定対象）及び公営住宅等長寿命化計画の

計画期間以後に想定される改善事業（LCC 算定対象）を実施する場合に想定される管理期間

（目標管理期間） 

⑦ 実績修繕費Ｂ 

・修繕費＝（当該住棟の建設費×修繕項目別の修繕費乗率※1）の累積額 

・上記の修繕費算出式を用いて、建設時点から上記⑥評価期間（改善実施）Ｂ末までの各年の修

繕費を累積した費用とする。 

・現時点以降の各年の修繕費については、現在価値化して算出する。 

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 

・公営住宅等長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費及び公営住宅等長寿命化計画の計画

期間以降に想定される長寿命化型改善事業費の総額から修繕費相当額を控除した額。当該改

善を複数回行う場合はそれらの合計費用とする。 

・修繕費相当額の控除については、想定している長寿命化型改善項目に相当する「計画修繕項目

の修繕費乗率※1 を除いて算出すること（当該計画修繕項目の修繕費乗率※1 を除いた修繕費乗

率※1を推定再建築費に乗じて修繕費を算定すること）で対応する。 

・長寿命化型改善は現時点以後に行われるので、全て現在価値化して算出する。 

※1…P73（参考）修繕項目別の修繕費乗率 
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■ライフサイクルコストの算定方法（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑨ 建設費（推定再建築費） 

・推定再建築費 

（＝当該住棟の建設時点に投資した建設工事費×公営住宅法施行規則第 23条の率）。 

・ただし、当該住棟の建設時点に投資した建設工事費を把握できない場合は、建設当時の標準建

設費で代用する。 

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 

・評価期間（改善実施）末に実施する除却工事費 

・評価期間（改善実施）末の時期に応じて、現在価値化して算出する。 

⑪ 計画後 LCC ＝ （⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷ ⑥   単位：円/戸・年 

＜LCC縮減効果の算定＞ 

⑫ 年平均縮減額 ＝  ⑤－⑪    単位：円/戸・年 

・年平均縮減額 ＝ ⑤計画前 LCC－⑪計画後 LCC 

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額 ＝  ⑫×戸数    単位：円/棟・年 

・以上より算出した年平均縮減額は戸当たり額であり、これに当該住棟の住戸数分を積算して、

住棟当たりの年平均縮減額を算出する。年平均縮減額が＋であれば、「LCC縮減効果あり」と判

断する。 
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■ライフサイクルコストの算出例 【長谷津 E棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 6,700,349 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,188,371 円

② 修繕費Ａ 8,888,721 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,445,800 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.375

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 750,234 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 272,639 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
2,989,728 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
348,549 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 9,341,529 円

⑧-1 長寿命化型改善費 611,143 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 446,556 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,445,800 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.208

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 416,578 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 231,182 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 41,457 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 663,319 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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長寿命化を図る市営住宅の住棟別の LCC＊17を算定した結果、全て

の団地において縮減効果ありが確認できました。 

 

■長寿命化に係るライフサイクルコストの住棟別縮減効果一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画前モデル 計画後モデル

⑤ ⑪ ⑫ ⑬

計画前LCC 計画後LCC 年平均縮減額
住棟当たりの

年平均縮減額

(②+③+④)÷① (⑦+⑧+⑨+⑩)÷⑥ ⑤-⑪ ⑫×戸数

（千円/戸・年） （千円/戸・年） （千円/戸・年） （千円/棟・年）

E棟 16 273 231 41 663

D棟 16 258 219 40 634

粟野 1号棟 34 278 235 43 1,457

2号棟 18 278 235 43 772

初富 30 270 229 41 1,228

戸数

長谷津

LCC縮減効果

団地名 住棟



 

56 
 

第７章 計画の実現に向けて 

1 市営住宅の需要の変化に応じた計画推進 
 

人口・世帯の動向などによる需要の変化に応じ、市営住宅の修繕や

改修などの計画内容の変更を検討し、計画の推進と見直しを行いま

す。 

 

2 定期点検等による適正な維持管理 
 

市営住宅の日常点検に加え、定期検査、消防設備、給排水設備等の

点検を実施し、市営住宅の状況把握に努め、安全・安心な住宅環境を

確保します。 

 

3 新たな住宅セーフティネット制度との連携 
 

平成 29年 10月から住宅セーフティネット法第 8条に基づき、千葉

県においても高齢者、障がい者や子育て世帯等の入居を拒まない賃

貸住宅のうち、一定の規模及び設備などを備えたものを登録する制

度が施行されました。 

本市では、千葉県すまいづくり協議会居住支援部会に参加し、千葉

県と市、不動産関連事業者等と連携し、住宅確保要配慮者＊13 への居

住支援を実施しています。 

これら制度との連携を図りながら、住宅確保要配慮者への居住支

援や民間賃貸住宅の活用に向けた制度について、事業者や専門家等

を含めて検討を進めます。 
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資料編  

1 上位・関連計画の整理 

（1）鎌ケ谷市総合基本計画 

 

 
 
 

 

生活に身近な地域において、市民同士が世代を超えて繋がり、相互に役割を持ち、支え合

う環境を構築することにより、安心して自分らしい生活を送ることができる地域共生社会の

形成を推進します。 

 
 

高齢者が住み慣れた地域の中で、健康で生きがいを持ちながら生涯学習、社会活動、地域

活動等に積極的に参加できる社会を目指し、在宅医療と介護の連携や生活支援、介護予防を

推進することで、いつまでも安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

 

生活保護受給者や生活困窮者に対し、その困窮の程度に応じて、必要な保護（支援）を行う

ことで、困窮の解消を図るとともに、安定した生活が送れるよう、継続的な自立支援を行いま

す。 

 

 

妊娠期から子育て期までの家庭に対して、きめ細やかな支援を行うとともに、社会全体で

子育て支援を行い、子どもが健やかに成長することができるまちを目指します。 

 

 
 
市民、事業者、行政などが一体となって、宅地や建物を適切に維持、管理することで、良質

で快適な暮らしができるとともに、災害時においても不安を生じることがないよう、良好な居

住環境を確保します。 

 

 

 

公共施設の適正な維持管理を行うとともに、利用者の利便性向上を図ることで、市民の福

祉増進を図ります。また、中長期的な視点に立った公共施設の維持管理、更新、長寿命化を進

めることで、財政負担の軽減、平準化を図るとともに、効果的かつ効率的な施設のあり方に

ついて、利用者や近隣住民の合意形成を図りながら検討、研究を進めます。  

都市像 人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

◇地域共生社会のための基盤の整備  ◇地域で支え合う仕組みづくり 

◇きめ細かな支援が必要な子ども、子育て家庭への支援 

◇良好な居住環境の確保   ◇安全で安心な住宅の整備 

◇住みよい公営住宅の充実 

◇公共施設の総合的かつ計画的な管理運営の推進 

◇公共施設の適正配置、利活用の推進 

政策 1 保健・福祉 

政策 2 子育て 

政策 6 都市基盤 

政策 10 持続可能な行財政運営 

◇高齢者が安心して暮らせる環境の整備 

◇生活保護と自立生活の支援 

◇きめ細やかな支援が必要な子ども、子育て家庭への支援 
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（2）鎌ケ谷市都市計画マスタープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

将来 
都市像 人と緑と産業が調和し 未来へひろがる 鎌ケ谷 

1  にぎわいと活力に満ちたまちづくり 

2  誰もがいきいきと、安心して暮らせるまちづくり 

3  緑あふれる持続可能なまちづくり 

およそ 20年後の将来の暮らしのイメージ 

◇鉄道駅周辺は、通勤利便性が高く、買い物や行政・医療サービスが充実 

◇休日にはスポーツやレクリエーションなど多様な活動を楽しむことができ、便利さと

ゆとりが調和した住環境が形成 

◇様々な都市機能があつまるまちなかと鎌ケ谷の魅力となる水や緑、歴史などをたど

ることができ、歩くことが楽しいまち 

◇鉄道駅やコミュニティ施設、学校など地域の核となる場を中心に、健康づくりや文化

活動、人々の交流が行われ、地域の暮らしが支えられている 

◇自転車や歩行者が安心して通行できる環境が整いつつ、公共交通が適切に維持、利

便性の高い市街地へのアクセスが確保 

◇多様な働きが実現し、豊かな自然環境の中でゆとりある暮らしを楽しみながら暮ら

す 

◇地域での防災・防犯活動の充実や災害リスクへの対応など、災害に強いまちづくりに

より安心して暮らせるまち 

◇豊かな緑や水、歴史・文化が暮らしの中に息づき、市民の憩いや散策の場が充実し、
市外からも家族連れが訪れるまち 

◇多くの施設でスポーツ・レクリエーションに親しむ環境が整い、市民の健康増進が図
られている 

◇果樹園や野菜などの畑等、農地の広がる景観が美しく保たれ、体験農園や観光農園
などで、多くの人が豊かな恵みを享受 

◇自然環境の保全や緑化活動が進み、都市機能の集約や公共交通の充実により、地球
温暖化防止につながり、脱炭素・循環型のまちづくりが進む 
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（3）鎌ケ谷市公共施設等総合管理計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 長寿命化に関する取組 

（ア）点検・診断等 

施設の早期劣化や著しい機能低下の見落としを防ぎ、施設の利用者が安全かつ快適に利

用できる状態を切れ目なく保持するために、定期的な点検・診断等に取り組みます。 

（イ）維持管理・改修・更新等 

計画的な維持管理を行うため、点検・診断等の状態に即して優先順位を検討し、補修・大規

模改修・更新等の事業を適切な時期に取り組み、事後保全から予防保全に転換していきます。 

日常的な巡回目視や市民からの通報等により把握した不具合に速やかに対応し安全確保

できる体制構築に取り組みます。 

（ウ）安全確保等 

施設管理者による自主点検、巡回点検や建築基準法の定期報告など各種法令に基づく点

検等を適正に実施します。また、施設の耐震対策、防災機能の確保を通じて、災害時に備え市

民の安全・安心を確保に取り組みます。 

（エ）長寿命化等 

点検・診断等を踏まえ、老朽化や利用状況等を評価し、適切なメンテナンスサイクルを設定

したうえで、耐用年数までの供用を可能とするため、個別施設について早期に長寿命化計画

の策定に取り組みます。 

  

基本方針（1）公共施設等の長寿命化を図る 

・全ての公共施設等を対象に各所管課が長寿命化計画を策定する 

・施設の健全度と利用度を把握し、建物・サービスの性能水準を維持保全する 

・点検・修繕・改修・更新等の管理サイクルを継続的に行う 

基本方針（2）公共施設等の再編・利活用を促す 

・将来人口に即して、公共建築物の再配置、規模の適正化を推進する 

・廃止後の跡地利用・転用等、民間活用を促し、収益を図る 

・公共施設等の更新に合わせて公有地の有効利用を図る 

基本方針（3）更新費の平準化を図る 

・次世代へのしわよせを避けるため、受益者負担のあり方について検討する 

・近い将来に公共施設等の更新が集中する時期に備え、更新・改修の基金の充実を図る 

・安全確保のもとで更新時期を調整し、持続可能な投資的経費の水準に平準化を図る 

第 4章 計画の推進に向けて 
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（4）千葉県住生活基本計画 

 

 

 

目標・取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

千葉の未来を切り開く！ 豊かな住生活 

～社会の変化や多様化する価値観に対応した豊かな地域社会と住まいの実現～ 

理念 

目標 1 新しい日常に対応した住まい方の実現 

（1）多様なニーズに応じた柔軟な住まいの選択 

①職住一体・近接の環境整備 ②シェア居住、DIY住宅など、新たな住まい方の普及・促進 

③田園居住や二地域居住に対する支援 ④住教育の普及と多様なニーズに対応する住情報の提供 

（2）新技術を活用した住生活の実現 

①住生活産業に係るデジタル化の普及・促進 ②ICT利活用の推進 

目標 2 自然災害に備えた安全な住まいづくり 

（1）住まいの防災・減災対策 

①住まいの防災・減災対策に係る情報の提供 ②住まいの防災・減災対策 

（2）災害時の住まいの応急対策と迅速な復旧・復興 

①災害時の住まいの応急対策 ②住まいの迅速な復旧・復興 

 

目標 3 若年・子育て世帯が安心して暮らせる地域社会づくり 

（1）子育てしやすい良質な住まいの確保 

①子育てに適した住まいの確保 ②公営住宅等における子育て世帯に対する支援 

（2）若年・子育て世帯に対する住環境の整備 

①若年・子育て世帯の住み替え支援 ②子育て支援施設・サービスの充実 

（3）若年・子育て世帯が快適で安心して暮らせる地域づくり 

①住宅地等の維持・再生に向けた取り組み ②安心して暮らせる環境の整備 

 

目標 4 高齢者が安心して暮らせる地域社会づくり 

（1）良質な高齢者向けの住まいの確保 

①サービス付き高齢者向け住宅の供給促進 ②公営住宅等における高齢者に対する支援 

③有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、認知

症高齢者グループホーム等の整備促進 

④既存住宅の活用とバリアフリー化の促進 

（2）高齢者の住まいを支える環境の整備 

①高齢者向け住宅や施設に対する適切な指導 ②住み替え支援など情報提供と相談体制の構築 

（3）高齢者が住み続けられる地域づくり 

①地域で支え合う体制づくり ②高齢者が安心して活躍できる地域づくり 

③在宅医療・介護サービスの推進 ④住宅地等の維持・再生に向けた取り組み（再掲） 

⑤安心して暮らせる環境の整備（再掲）  

目標 5 住宅確保要配慮者が安心して暮らせる地域社会づくり 

（1）住宅確保要配慮者に対する公的賃貸住宅の供給促進 

①公営住宅の適切な供給と管理 ②公営住宅等における住宅確保要配慮者に対する支援 

（2）住宅確保要配慮者に対する民間賃貸住宅の確保 

①セーフティネット登録住宅の供給促進 ②居住支援団体等と連携した居住支援体制の整備 
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（５）千葉県県営住宅長寿命化計画 
計画期間；平成３０年度～令和９年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

鎌ケ谷市内における団地別、住棟別の事業手法の選定方針 
 

No. 団地名 所在地 構造 建設年度 棟数 総戸数 EV 
１０年間の 

事業方針 
将来対応 

６９ 
初富① 鎌ケ谷市 準耐火 １９７９ ２ １０ ０ 用途廃止 集約化対象 

初富② 鎌ケ谷市 耐火 １９７９ ３ ５４ ０ 個別改善 集約化対象 

104 鎌ケ谷井草 鎌ケ谷市 耐火 1983 6 114 0 計画修繕 維持管理対象 

１４４ 鎌ケ谷四本椚 鎌ケ谷市 耐火 ２０１４ １ ５８ １ 計画修繕 維持管理対象 
 

鎌ケ谷市内における建替事業等の実施方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■千葉県公共施設等総合管理計画の個別施設計画に位置づける 

■公営住宅法施行令で定める耐用年限までの使用を基本とする 

■中長期の需要の見通しを踏まえ、対象世帯に対する供給水準を維持する 

■土地を新たに取得して県営住宅を建設することは計画期間内には行わない 

■県有地を優先して活用する 

■高齢社会に対応した供給を進める 

ストック管理の基本方針 

（１）国庫補助を利用して取得した用地における建設事業 

①鎌ケ谷四本椚県営住宅用地 
 
 
 
 
 
 
 
 
②佐津間県営住宅用地 
 

鎌ケ谷四本椚県営住宅用地は、平成 12 年（2000 年）に 152 戸を建設する予定で鎌ケ谷市内に用地を取

得し、第１期事業として平成 25年度（2013年度）に１棟 58戸を建設した。 

鎌ケ谷市が位置する東葛・葛南地域は、県内における公営住宅比率が低い地域であるとともに、将来の人口

減少や世帯数減少も県全体と比べて遅くなるものと推計されている。 

そのため、本計画期間内において、第２期事業（94戸）の建設を計画するものとする。 

 

佐津間県営住宅用地は、平成 14年（2002年）に 86戸を建設する予定で鎌ケ谷市内に用地を取得した。 

現在設計に着手しており、第１期事業として 29 戸を建設する。その後、本計画期間内に第２期事業（57 戸）

の建設を計画するものとする。 

 

（２）計画期間内で用途廃止とする住棟・団地 

①県有地に立地する団地・住棟 

初富団地にある準耐火構造の１０戸は、耐用年限が令和６年度で計画期間内に耐用年限を超過する住棟であ

り、同一団地内で耐火構造の住棟があることから、事前に入居募集の停止を行った後に、同一団地内や周辺団

地への住み替え等を行い、住み替えが完了した時点で住棟の解体等を行う。解体後は、原則として公営住宅用

地として活用を検討するものとする。 
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2 住宅ストックの状況（近隣市等との比較） 

（1）空き家率の比較 

近隣市等と比較してみると、鎌ケ谷市の空き家率は 10％を下回り、

市町村の中でも空き家率は低い傾向となっています。 

しかし、売却用の住宅の空き家率が 1.6％と最も高くなっています。 

空き家率が同程度の市町村は、船橋市、野田市、流山市、我孫子市

が挙げられます。 

■空き家率の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）借家の所有関係別割合の比較 

鎌ケ谷市の借家の所有関係別割合は 23.0％となっており、近隣市

等と比較してみると、持ち家の傾向が高くなっています。 

借家率が同程度の市町村は、流山市や我孫子市が挙げられます。 

■借家の所有関係別割合の比較  

 

 

  

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査  

注）住宅・土地統計調査における市町村データは、1位を四捨五入しているため総数と内訳が合わないことがあります。 
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公営の借家 都市再生機構（UR）・公社の借家 民営借家 給与住宅



 

63 
 

（3）都市再生機構（UR）・公社の借家家賃の比較 

都市再生機構（UR）・公社の借家の 1 ㎡当たりの家賃を近隣市と比

較してみると、市営住宅と同程度の家賃（1,000 円/㎡未満）の戸数は

地域によって大きく差が出ました。鎌ケ谷市や市川市、流山市では、

約 100 戸程度となり、船橋市や松戸市、柏市、我孫子市では 1,000 戸

を上回る結果となりました。 

■1㎡当たりの家賃の比較 都市再生機構(UR)・公社の借家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）民営借家の家賃の比較 

民営借家の 1 ㎡当たり 1,000 円以下の家賃を近隣市と比較してみ

ると、鎌ケ谷市は合計約 1,300戸と最も少なくなっています。 

■1㎡当たりの家賃の比較 民営借家 
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出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 
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（5）借家における高齢者等のための設備状況の比較 

借家における、65 歳以上の世帯員のいる世帯における高齢者等の

ための設備状況を近隣市等と比較すると、鎌ケ谷市は 28.1％と全国

や千葉県を下回っています。 

近隣市等の状況を見ると、高齢者のための設備として「手すりがあ

る」や「段差のない屋内」、「またぎやすい高さの浴槽」などの設備が多

い結果となりました。 

■借家における高齢者等のための設備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）住宅の居住面積水準の比較 

住宅の居住面積水準を近隣市等と比較すると、鎌ケ谷市は最低居住

面積水準＊8未満が 4.0％と全国や千葉県を下回っています。 

誘導居住面積水準＊16 以上は、54.6％となっており、市川市や船橋

市、松戸市を上回る結果となりました。 

■住宅の居住面積水準の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

 

 

出典：平成 30年住宅・土地統計調査 

注）小数点第 2位以下を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

 

高齢者のための設備がある割合

手すりが
ある

またぎや
すい高さ
の浴槽

廊下など
が車椅子
で通行可
能

段差のな
い屋内

道路から
玄関まで
車椅子で
通行可能

鎌ケ谷市 28.1% 22.2% 8.4% 8.4% 10.8% 3.6% 71.3%

市川市 24.7% 17.6% 6.3% 7.6% 9.8% 9.9% 75.3%

船橋市 41.7% 35.2% 17.6% 11.2% 15.3% 9.2% 58.3%

松戸市 34.6% 23.9% 14.8% 14.2% 15.2% 14.3% 65.4%

野田市 42.7% 31.0% 23.7% 12.9% 19.8% 14.2% 57.3%

柏市 55.5% 47.6% 37.0% 36.3% 40.2% 38.5% 44.5%

流山市 23.6% 17.3% 8.9% 6.3% 5.9% 6.3% 76.4%

我孫子市 44.6% 32.7% 12.2% 5.4% 11.5% 3.5% 55.4%

千葉県 36.7% 28.6% 14.3% 11.5% 15.2% 11.5% 63.3%

全国 43.5% 34.3% 15.1% 15.2% 18.6% 15.9% 56.5%

高齢者のため
の設備はない

4.0%
11.2% 6.3% 8.4% 2.8% 5.3% 4.4% 3.7% 5.7% 6.6%

41.3%

45.4%
41.0% 40.0%

32.9% 33.4% 32.1% 29.6%
36.1% 36.2%

54.6%
43.4%

52.7% 51.6%
64.3% 61.2% 63.5% 66.7%

58.2% 57.2%

0.0%
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40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

鎌ケ谷市 市川市 船橋市 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 千葉県 全国

最低居住面積水準未満 最低居住面積水準以上

誘導居住面積水準未満

誘導居住面積水準以上

注）住宅・土地統計調査における市町村データは、1位を四捨五入して 10位までを有効数字としており、総数に「不詳」の数を 

含むことから総数と内訳の合計が一致しないため、合計が 100％ならないことがあります。 
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3 公営住宅等における需要の推計 
 

公営住宅＊5 の目標管理戸数は、国土交通省が提供する「住宅確保

要配慮者世帯数推計支援プログラム」を活用し、世帯数推計、要支援

世帯数の推計による結果等を考慮し、中長期的な視点で検討を行い

ます。 

住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムにおける推計条件の

設定については、下記のとおりとなります。 

 

  

【推計条件】
１－①－３．〈借家世帯〉住宅の所有関係・年間収入階級・世帯人員別の主世帯数の推計

　　 ・「借家世帯の住宅所有関係・年間収入階級・世帯人員別主世帯数の構成比」の推計方法 ⇒ を適用

１－②.　年間収入五分位階級の境界値と各収入分位階級別の世帯の構成割合の推計

　　 ・「年間収入五分位階級の境界値」の推計方法 ⇒ を適用

２－①－１.　公営住宅収入基準

　　・「本来階層の収入分位の上限値」 ⇒ 本来階層 ：政令月収 15.8 万円以下

　　・「裁量階層の収入分位の上限値」 ⇒ 裁量階層 ：政令月収 15.8 万円超 21.4 万円以下

２－③.　単身世帯のうち対象とする世帯（世帯主年齢）

　　・本来階層及び裁量階層で対象とする 「単身世帯の世帯主年齢」 ⇒ を対象

　　・本来階層及び裁量階層で対象とする「単身世帯の世帯数の割合」の推計方法 ⇒ を適用

２－④.　夫婦のみ世帯のうち対象とする世帯（世帯主年齢）

　　・本来階層及び裁量階層で対象とする 「夫婦のみ世帯の世帯主年齢」 ⇒ を対象

　　・本来階層及び裁量階層で対象とする「夫婦のみ世帯の世帯数の割合」の推計方法 ⇒ を適用

２－⑤.　子育て世帯のうち対象とする世帯（子どもの年齢等）

　　・本来階層及び裁量階層で対象とする 「子育て世帯の子どもの年齢等」 ⇒ を対象

　　・裁量階層で対象とする「子育て世帯の世帯数の割合」の推計方法 ⇒ を適用

３－②.　著しい困窮年収世帯

    ・採用する「著しい困窮年収世帯」の推計方法 ⇒

    ・優先入居等を行っている場合の政令月収の基準 ⇒ 優先入居等対象 ：政令月収 10.4 万円以下

    ・家賃負担限度率の設定における地域補正の考慮の有無 ⇒ を適用

Ａ．著しい困窮年収の世帯のうち、最低居住面積水準未満の世帯数の推計

    ・最低居住面積水準達成率の推計にあたっての誘導居住面積水準達成世帯の扱い ⇒ を適用

    ・「高家賃負担以上の世帯の割合」の推計方法 ⇒ を適用

地域補正を考慮する

誘導居住面積水準達成世帯を除く

対数近似によるトレンド推計

対数近似によるトレンド推計

子どもが６歳未満

対数近似によるトレンド推計

優遇入居等の基準年収以下の世帯 を適用

対数近似によるトレンド推計

対数近似によるトレンド推計

60歳以上

対数近似によるトレンド推計

60歳以上
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（1）世帯数の推計 

人口ビジョンにおける将来推計人口の推計値を用いた住宅確保要

配慮者世帯数推計支援プログラムによる本市の世帯数推計は、令和

17年の 48,194世帯から微減傾向の推計値となっています。 

■世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）著しい困窮年収水準未満の世帯数の推計 

公営住宅＊5 の入居資格世帯数のうち、著しい困窮年収未満の世帯

数の推計は、令和 2年の 1,810世帯から減少傾向の推計値となってい

ます。 

■著しい困窮年収水準未満世帯数推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムより算出 

資料：住宅確保要配慮者世帯数推計支援プログラムより算出 

（世帯数） 

（世帯数） 
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44,072 
46,506 47,956 48,040 48,194 48,133 48,095 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年
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（3）公営住宅入居資格世帯数の推計と公営住宅等の比較 

公営住宅＊5 の入居資格世帯数は、令和２年から令和２７年にかけて

減少傾向の推計値となっており、著しい困窮年収水準未満世帯と特

定のニーズを有する要支援世帯 C、Dも減少傾向となっております。 

一方、公営住宅等の管理戸数は、令和１２年ごろに県営住宅の増加

が見込まれることから、微増する傾向となっています。 

そのため、著しい困窮年収水準未満世帯と特定のニーズを有する

要支援世帯 C、D の住宅の確保については、公営住宅等で充足するこ

とが予測されます。 

 

■公営住宅入居資格世帯数の推計と公営住宅等の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1…2022年における建築物滅失統計調査の都道府県別表における千葉県の滅失率（0.3％）を算出し、鎌ケ谷市にお

いても同程度の建築物の滅失率が適用されるものとして推計しています。  

（世帯数・戸数） 

146 146 146 146 146 114 

236 265 286 286 286 286 
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4 事業手法の選定に係る判定基準 
 

■利便性係数算定表（令和 5年度用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定基礎数値 算定値 備考

最高値 10.0

直線補完

最低額 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

39.5

7.47

8.0 船橋二和病院

4.0 第二中学校

4.0 東部小学校

鎌ケ谷大仏駅

総
合
病
院
ま
で
の
距
離

駅
ま
で
の
距
離

商
店
街
ま
で
の
距
離

小
学
校
ま
で
の
距
離

中
学
校
ま
で
の
距
離

8.0 大仏商店街

8.0

鎌ケ谷市営住宅
基準点数

¥50,200

900

土
地
評
価
額

900

600

1,000

850

合計値
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■利便性係数算定表（令和 5年度用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定基礎数値 算定値 備考

最高値 10.0

直線補完

最低額 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

40.5

¥53,700 7.52

小
学
校
ま
で
の
距
離

中
学
校
ま
で
の
距
離

総
合
病
院
ま
で
の
距
離

8.0 新鎌ケ谷駅

合計値

800 8.0 鎌ケ谷総合病院

1,100 3.5 鎌ケ谷中学校

450 4.5 五本松小学校

700

商
店
街
ま
で
の
距
離

長谷津市営住宅　F棟
基準点数

土
地
評
価
額

駅
ま
で
の
距
離

400 9.0 イオン



 

70 
 

 

■利便性係数算定表（令和 5年度用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定
基礎
数値

算定値 備考

最高値 10.0

直線保管

最低額 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ越 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ越 7.0

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ越 3.5

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ越 3.5

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ越 7.0

40.5

¥53,700 7.52

8.0 鎌ケ谷総合病院

合計値

800

1,100 3.5 鎌ケ谷中学校

4.5 五本松小学校

700

450

400 9.0 イオン

8.0 新鎌ケ谷駅

総
合
病
院
ま
で
の
距
離

長谷津市営住宅E・D棟

基準点数

土
地
評
価
額

駅
ま
で
の
距
離

商
店
街
ま
で
の
距
離

小
学
校
ま
で
の
距
離

中
学
校
ま
で
の
距
離
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■利便性係数算定表（令和 5年度用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定基礎数値 算定値 備考

最高値 10.0

直線補完

最低額 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

43.2

基準点数

土
地
評
価
額

駅
ま
で
の
距
離

商
店
街
ま
で
の
距
離

小
学
校
ま
で
の
距
離

中
学
校
ま
で
の
距
離

総
合
病
院
ま
で
の
距
離

¥34,712 7.24

500 4.5 北部小学校

500 9.0 六実駅

合計値

150 9.0 東邦鎌谷病院

500 9.0 六実駅前
商店街

500 4.5 第三中学校

粟野市営住宅
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■利便性係数算定表（令和 5年度用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

算定基礎数値 算定値 備考

最高値 10.0

直線補完

最低額 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 5.0

500ｍ以内 4.5

1,000ｍ以内 4.0

1,000ｍ超 3.5

近接（100ｍ以内） 10.0

500ｍ以内 9.0

1,000ｍ以内 8.0

1,000ｍ超 7.0

41.6

基準点数

土
地
評
価
額

駅
ま
で
の
距
離

商
店
街
ま
で
の
距
離

小
学
校
ま
で
の
距
離

中
学
校
ま
で
の
距
離

総
合
病
院
ま
で
の
距
離

¥60,200 7.61

7.0 鎌ケ谷総合病院

合計値

1,200

鎌ケ谷中学校

4.5 鎌ケ谷小学校500

400 9.0

500 4.5

500 初富駅

初富市営住宅

初富駅前
商店街

9.0
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5 ライフサイクルコストとその縮減効果の算出 
■（参考）修繕項目別の修繕費乗率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）平成 28年 8月国土交通省住宅局 
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■ライフサイクルコストの算出結果 【長谷津 E棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 6,700,349 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,188,371 円

② 修繕費Ａ 8,888,721 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,445,800 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.375

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 750,234 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 272,639 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
2,989,728 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
348,549 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 9,341,529 円

⑧-1 長寿命化型改善費 611,143 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 446,556 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,445,800 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.208

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 416,578 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 231,182 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 41,457 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 663,319 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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■ライフサイクルコストの算出結果 【長谷津 D棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 5,892,184 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,468,863 円

② 修繕費Ａ 8,361,047 円

③ 建設費（推定再建築費） 8,990,000 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.361

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 721,378 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 258,178 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
3,202,217 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
318,971 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 8,775,431 円

⑧-1 長寿命化型改善費 581,653 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 408,662 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 8,990,000 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.200

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 400,556 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 218,525 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 39,652 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 634,436 円／棟・年

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

②-1と②-2の合計

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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■ライフサイクルコストの算出結果 【粟野 1号棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 6,361,704 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,725,882 円

② 修繕費Ａ 9,087,587 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,768,100 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.285

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 570,116 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 277,511 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
3,498,695 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
1,374,109 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 8,486,290 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,429,073 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 1,374,109 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,768,100 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.158

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 316,565 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 234,648 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 42,864 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 1,457,364 円／棟・年

②-1と②-2の合計

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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■ライフサイクルコストの算出結果 【粟野 2号棟】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 6,361,704 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,725,882 円

② 修繕費Ａ 9,087,587 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,768,100 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.285

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 570,116 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 277,511 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
3,498,695 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
1,321,258 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 8,539,141 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,429,073 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 1,321,258 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,768,100 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.158

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 316,565 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 234,648 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 42,864 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 771,546 円／棟・年

②-1と②-2の合計

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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■ライフサイクルコストの算出結果 【初富】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■計画前モデル
項目 費用等

① 評価期間（改善非実施）Ａ 70 年

②-1 修繕費Ａ１（現時点まで） 6,198,847 円

②-2
修繕費Ａ２（現時点から評価期間Aまで）

（現在価値化）
2,549,439 円

② 修繕費Ａ 8,748,287 円

③ 建設費（推定再建築費） 9,625,500 円

④-1 除却費 2,000,000 円

④-2 除却費の現在価値化係数 0.264

④ 除却費Ｂ（現在価値化） 527,104 円

⑤ 計画前ＬＣＣ　（（②＋③＋④）÷①） 270,013 円／戸・年

■計画後モデル

項目 費用等

⑥ 評価期間（改善実施）Ｂ 85 年

⑦-1
修繕費Ｂ２（現時点から評価期間Ｂまで）

（現在価値化）
3,253,517 円

⑦-2
長寿命化型改善のうち計画修繕費相当分

（現在価値化）
889,301 円

⑦ 累積修繕費Ｂ　（②-1＋⑦-1-⑦-2） 8,563,063 円

⑧-1 長寿命化型改善費 1,408,211 円

⑧ 長寿命化型改善費（現在価値化） 989,390 円

⑨ 建設費（推定再建築費） 9,625,500 円

⑩-1 除却費 2,000,000 円

⑩-2 除却費の現在価値化係数 0.146

⑩ 除却費Ｂ（現在価値化） 292,682 円

⑪ 計画後ＬＣＣ　（（⑦＋⑧＋⑨＋⑩）÷⑥） 229,066 円／戸・年

■LCC縮減効果

項目 費用等

⑫ 年平均縮減額　（⑤－⑪） 40,946 円／戸・年

⑬ 住棟当たりの年平均縮減額（⑫×戸数） 1,228,393 円／棟・年

②-1と②-2の合計

備考

長寿命化型改善事業を実施しない場合に想定

される管理期間

現時点までの各年の修繕費を累積した費用

現時点＋１年から①評価期間（改善非実施）Ａ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した費
用

⑧-1長寿命化型縮減費を項目別の実施時点の

経過年数に応じて現在価値化し、累積した費

用

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

①評価期間（改善非実施）Ａ末における現在価

値化係数

①評価期間（改善非実施）Ａ末における除却費

－

備考

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）及び長寿命化計画の計画

期間以後に想定される長寿命化型改善事業

（ＬＣＣ算定対象）を実施する場合に想定さ

現時点＋１年から⑥評価期間（改善実施）Ｂ

までの各年の修繕費を現在価値化し累積した

費用

計画後に実施する長寿命化型改善のうち計画

修繕相当分

②-1と⑦-1の合計から、⑦-2を減じた額

長寿命化計画に基づく長寿命化型改善事業費

及び長寿命化計画の計画期間以後に想定され

る長寿命化型改善事業費の総額、当該改善を

複数回行う場合はそれらの合計費用

－

年平均縮減額がプラスであれば、ＬＣＣ縮減

効果があると判断

建設当時の標準建設費に公営住宅法施行規則

第23条の率を乗じた額

現時点における除却費

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における現在価

値化係数

⑥評価期間（改善実施）Ｂ末における除却費

－

備考
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6 市営住宅に関する資料 
■鎌ケ谷市市営住宅等の整備水準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、公営住宅法（昭和 26 年法律第 193 号）第５条第１項及び第２項の規定に基

づき、鎌ケ谷市市営住宅設置及び管理条例（平成９年鎌ケ谷市条例第 16号）第２条第１号に規

定する市営住宅（以下「市営住宅」という。）及び同条第２号に規定する共同施設（以下「共同施

設」という。）の整備に関する基準を定めるものとする。 

（健全な地域社会の形成） 

第２条 市営住宅及び共同施設（以下「市営住宅等」という。）は、その周辺の地域を含めた健全

な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。 

（良好な居住環境の確保） 

第３条 市営住宅等は、安全、衛生、景観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なもの

となるように整備しなければならない。 

（費用の縮減への配慮） 

第４条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資

材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮

減に配慮しなければならない。 

（位置の選定） 

第５条 市営住宅等の敷地（以下「敷地」という。）の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及

び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、

通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければな

らない。 

（敷地の安全等） 

第６条 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する

土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられてい

なければならない。 

２ 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていな

ければならない。 

（住棟等の基準） 

第７条 住棟その他の建築物（共同施設であるものを除く。）は、敷地内及びその周辺の地域の良

好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災

害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。 

（住宅の基準） 

第８条 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。 

２ 住宅には、屋根、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使

用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 

３ 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講

じられていなければならない。 
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４ 住宅の構造耐力上主要な部分（建築基準法施行令（昭和 25年政令第 338号）第１条第３号に

規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）及びこれと一体的に整備される部分には、

当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 

５ 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすこ

となく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。 

（住戸の基準） 

第９条 市営住宅の１戸の床面積の合計（共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。）は、

25 平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室

を設ける場合は、この限りでない。 

２ 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備

及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため

適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が

確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。 

３ 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図る

ための措置が講じられていなければならない。 

（住戸内の各部） 

第 10 条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他

の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければなら

ない。 

（共用部分） 

第 11 条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の

確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。 

（附帯施設） 

第 12 条 敷地内には、必要な自転車置場、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければなら

ない。 

２ 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないよ

うに考慮されたものでなければならない。 

（児童遊園） 

第 13 条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に

応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。 

（集会所） 

第 14 条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園

の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。 

（広場及び緑地） 

第 15 条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮さ

れたものでなければならない。 
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（通路） 

第 16 条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日

常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で

合理的に配置されたものでなければならない。 

２ 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設け

られていなければならない。 

附 則 

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。 
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用語解説 

 

あ行 

＊1 

空き家 

二次的住宅，賃貸用の住宅，売却用の住宅及びその他の住

宅を示す。 

か行 

＊2 
階高 

ある階の床面から直上階の床面までの高さを示す。 

＊3 

給与住宅 

勤務先の会社・官公庁・団体などが所有又は管理しており、

職務の都合上または給与の一部として居住している住宅を示

す。 

＊4 

計画修繕 

公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）に示されている修

繕周期表や定期点検等の結果を踏まえ、劣化状況や危険度に

応じた修繕を示す。 

＊5 

公営住宅 

都道府県・市区町村が所有又は管理する賃貸住宅であり、お

もに県営住宅や市営住宅を示す。 

＊6 

高額所得者 

入居者が 5年以上入居しており、かつ最近 2年間引き続き政

令で定める基準を超える高額の収入のある者を示す。 

＊7 

個別改善 

公営住宅等長寿命化計画策定指針（改定）に示されている改

善事業の型のこと。主に【安全性確保型】や【長寿命化型】、【福

祉対応型】、【居住性向上型】に分類される。 

さ行 

＊8 

最低居住面積水準 

健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠ですべての

世帯が確保すべき居住面積水準で、単身者は 25 ㎡、2 人以上

の世帯は 10㎡×世帯人数＋10㎡となっている。 

＊9 

収入超過者 

入居者が3年以上入居している場合、政令で定める基準を超

える収入のある者を示す。 
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＊10 

3点給湯 

3点給湯とはキッチン・バスルーム・洗面所の給湯を 1台のガ

ス給湯器や電気温水器でまかなうシステムのこと。 

＊11 

収入分位 

公営住宅法第 16条第 1項に基づき、毎月の家賃を定める際

の家賃算定基礎額の区分のこと。 

＊12 

新耐震基準 

建築基準法（昭和 56年 6月 1日施行令改正）で定められた、

地震に対する構造の基準を示す。新耐震基準の建物は、大規模

地震に対して、構造体に損傷を生じても建物が倒壊することな

く、人命に被害がでないようにすることを基本に設計されてい

る。 

＊13 

住宅確保要配慮者 

高齢者や低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者、外国

人等の住宅の確保に対して配慮を要する者を示す。 

た行 

＊14 

耐用残年数 

建築物における経年変化等による劣化に対して安全性等が

確保しうる期間の残り年数のこと。 

や行 

＊15 

家賃負担率 

民営借家に居住している世帯において、年間収入のうち家

賃が占める割合のこと。 

＊16 

誘導居住面積水準 

誘導居住面積水準は、世帯人数に応じて、豊かな住生活の実

現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と

考えられる住宅の面積に関する水準を示す。 

都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居

住を想定した一般型誘導居住面積水準と、都市の中心及びそ

の周辺における共同住宅居住を想定した都市居住型誘導居住

面積水準からなる。 

アルファベット 

＊17 

ＬＣＣ（ライフサイクルコスト） 

建物の企画・設計から建築、運営・維持管理、解体・廃棄まで

の全期間に要する費用の総額のこと。 
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